
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則

中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十

八
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
中
小

企
業
等
経
営
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
情
報
処
理
に
関
す
る
高
度
な
知
識
又
は
技
能
を
活
用

し
て
行
う
業
務
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
業
務
は
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
（
情
報
処
理

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十

号
。
以
下
「
情
報
処
理
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
い
う
。
）

、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
業
（
情
報
処
理
促
進
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
業
を
い
う
。
）
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
に
関
す
る
専
門
的
な
業
務
又
は

事
業
者
が
そ
の
事
業
の
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に

行
う
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
開
発
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
い
う
。

２
　
法
第
二
条
第
四
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
割
合
は
、
百
分
の
二
と
す
る
。

（
投
資
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
の
要
件
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
八
項
の
投
資
及
び
指
導
を
新
規
中

小
企
業
者
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
と
し

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立

す
る
組
合
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
に

よ
っ
て
成
立
す
る
匿
名
組
合
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組

合
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

若
し
く
は
有
限
責
任
事
業
組
合
（
有
限
責
任
事
業
組
合

契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
を
い
う
。
）

若
し
く
は
外
国
に
所
在
す
る
こ
れ
ら
の
組
合
に
類
似
す

る
団
体
又
は
株
式
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
で
あ
っ

て
、
新
事
業
活
動
に
対
す
る
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援

又
は
新
事
業
活
動
に
対
す
る
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援

を
行
う
事
業
活
動
に
対
す
る
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援

を
行
う
も
の
を
い
う
。

（
社
外
高
度
人
材
の
要
件
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
八
項
の
新
事
業
活
動
に
有
用
な
高

度
な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
我
が
国
の
国
家
資
格
（
資
格
の
う
ち
、
法
令
に
お

い
て
当
該
資
格
を
有
し
な
い
者
は
当
該
資
格
に
係
る

業
務
若
し
く
は
行
為
を
行
い
、
又
は
当
該
資
格
に
係

る
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
博
士
の
学
位
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年

政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
上
欄

の
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
て
い

る
こ
と
。

四
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
教
授
又
は
准
教
授
の
職

に
あ
る
こ
と
。

五
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
若
し
く
は
同
法
第
六

十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価

証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者

で
あ
る
会
社
（
以
下
「
上
場
会
社
等
」
と
い
う
。
）

又
は
上
場
会
社
等
で
な
い
会
社
（
新
事
業
活
動
に
係

る
投
資
及
び
指
導
を
新
規
中
小
企
業
者
等
に
対
し
て

行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
と
し
て
第
三
条
で
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
者
か
ら
投
資
及
び
指
導
を
受
け
る

会
社
に
限
る
。
）
の
役
員
又
は
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
六
十
二
条
第
四
項
第

三
号
若
し
く
は
第
三
百
九
十
九
条
の
十
三
第
四
項
第

三
号
に
規
定
す
る
重
要
な
使
用
人
と
し
て
、
一
年
以

上
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

六
　
国
又
は
国
か
ら
委
託
を
受
け
た
機
関
が
実
施
す
る

事
業
で
あ
っ
て
、
将
来
に
お
い
て
成
長
発
展
が
期
待

さ
れ
る
分
野
の
先
端
的
な
人
材
育
成
事
業
に
選
定
さ

れ
、
従
事
し
て
い
た
こ
と
。

七
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新

事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら

遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と

の
契
約
に
基
づ
い
て
、
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に
二

年
以
上
従
事
し
、
か
つ
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す

る
こ
と
。

イ
　
当
該
機
関
が
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外

高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し

よ
う
と
す
る
日
か
ら
遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て
継

続
し
て
上
場
会
社
等
で
あ
る
場
合
、
当
該
製
品
又

は
役
務
の
開
発
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時

点
に
対
し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
製
品
又
は

役
務
の
売
上
高
が
増
加
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該

期
間
の
開
始
時
点
に
お
い
て
当
該
製
品
又
は
役
務

の
売
上
高
が
当
該
機
関
の
全
て
の
事
業
の
売
上
高

の
百
分
の
一
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
期
間
の

終
了
時
点
に
お
い
て
当
該
製
品
又
は
役
務
の
売
上

高
が
当
該
機
関
の
全
て
の
事
業
の
売
上
高
の
百
分

の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
機
関
が
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外

高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し

よ
う
と
す
る
日
か
ら
遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て
継

続
し
て
上
場
会
社
等
で
な
い
場
合
、
次
の
（
１
）

か
ら
（
４
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

（１）
　
当
該
機
関
の
従
業
員
と
し
て
当
該
製
品
又
は

役
務
の
開
発
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時

点
に
対
し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
機
関
の

全
て
の
事
業
の
売
上
高
が
百
分
の
百
以
上
増
加

し
、
か
つ
、
当
該
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に
従

事
し
て
い
た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
に
お
け
る

全
て
の
事
業
の
売
上
高
が
二
十
億
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

（２）
　
当
該
機
関
の
当
該
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に

従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時
点
に
対
し
、
終

了
時
点
に
お
け
る
当
該
製
品
又
は
役
務
の
売
上

高
が
百
分
の
百
以
上
増
加
し
、
か
つ
、
当
該
製

品
又
は
役
務
の
開
発
に
従
事
し
て
い
た
当
該
期

間
の
終
了
時
点
の
売
上
高
が
二
億
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

（３）
　
当
該
機
関
の
従
業
員
と
し
て
当
該
製
品
又
は

役
務
の
開
発
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時

点
に
対
し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
機
関
の

全
て
の
事
業
の
試
験
研
究
費
そ
の
他
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第

二
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
費
用

の
合
計
額
（
以
下
「
試
験
研
究
費
等
合
計
額
」

と
い
う
。
）
が
百
分
の
四
十
以
上
増
加
し
、
か

つ
、
当
該
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に
従
事
し
て

い
た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
に
お
け
る
全
て
の

事
業
の
試
験
研
究
費
等
合
計
額
が
二
千
五
百
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
当
該
機
関
の
当
該
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に

従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時
点
に
対
し
、
終

了
時
点
に
お
け
る
当
該
製
品
又
は
役
務
の
試
験

研
究
費
等
合
計
額
が
百
分
の
四
十
以
上
増
加

し
、
か
つ
、
当
該
製
品
又
は
役
務
の
開
発
に
従

事
し
て
い
た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
の
試
験
研

究
費
等
合
計
額
が
二
百
五
十
万
円
以
上
で
あ
る

こ
と
。

八
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新

事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら

遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と

の
契
約
に
基
づ
い
て
、
製
品
又
は
役
務
の
販
売
又
は

提
供
に
二
年
以
上
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
機
関
が
、

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新
事

業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら
遡

っ
て
十
年
間
に
お
い
て
継
続
し
て
上
場
会
社
等
で
な

い
場
合
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
機
関
の
従
業
員
と
し
て
当
該
製
品
又
は
役

務
の
販
売
又
は
提
供
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開

始
時
点
に
対
し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
機
関

の
全
て
の
事
業
の
売
上
高
が
百
分
の
百
以
上
増
加

し
、
か
つ
、
当
該
製
品
又
は
役
務
の
販
売
又
は
提

供
に
従
事
し
て
い
た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
に
お

け
る
全
て
の
事
業
の
売
上
高
が
二
十
億
円
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
機
関
の
当
該
製
品
又
は
役
務
の
販
売
又
は

提
供
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時
点
に
対

し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
製
品
又
は
役
務
の

売
上
高
が
百
分
の
百
以
上
増
加
し
、
か
つ
、
当
該

製
品
又
は
役
務
の
販
売
又
は
提
供
に
従
事
し
て
い

た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
の
売
上
高
が
二
億
円
以

上
で
あ
る
こ
と
。

九
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新

事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら

遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と

の
契
約
に
基
づ
い
て
、
資
金
調
達
に
二
年
以
上
従
事

し
、
か
つ
、
当
該
機
関
が
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
社
外
高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
を
開

始
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら
遡
っ
て
十
年
間
に
お
い
て

継
続
し
て
上
場
会
社
等
で
な
い
場
合
、
当
該
機
関
の

当
該
資
金
調
達
に
従
事
し
て
い
た
期
間
の
開
始
時
点

に
対
し
、
終
了
時
点
に
お
け
る
当
該
機
関
の
法
人
税

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
十

六
項
に
規
定
す
る
資
本
金
等
の
額
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
資
本
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の

百
以
上
増
加
し
、
か
つ
、
当
該
資
金
調
達
に
従
事
し

て
い
た
当
該
期
間
の
終
了
時
点
の
当
該
機
関
の
資
本

金
等
の
額
が
一
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
事
業
再
編
投
資
の
要
件
）

第
五
条
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
主
と
し
て
経
営
力
向
上
（
事
業
承
継
等
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）
を
図
る
中
小
企
業
者
等
（
金
融
商
品

1



取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
同
法
第
六
十
七

条
の
十
一
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
株
式
会

社
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
の
株
式
又
は
持
分
を
取

得
及
び
保
有
す
る
投
資
事
業
で
あ
る
こ
と
。

二
　
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
株
式
の
取
得
価
額
の

総
額
に
対
す
る
経
営
力
向
上
（
事
業
承
継
等
を
行
う

も
の
に
限
る
。
）
を
図
る
中
小
企
業
者
等
の
株
式
の

取
得
価
額
の
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ

と
。

（
事
業
再
編
投
資
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
業
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組

合
員
が
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
よ
り
そ
の
株

式
を
保
有
さ
れ
て
い
る
会
社
に
対
し
て
経
営
資
源
を
高

度
に
利
用
す
る
方
法
に
係
る
指
導
を
行
う
事
業
（
当
該

会
社
の
事
業
の
成
長
発
展
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応

じ
、
当
該
会
社
の
取
締
役
に
対
し
経
営
に
関
す
る
意
見

を
述
べ
る
こ
と
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
営
む
こ
と

を
約
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
基
づ
く
も

の
と
す
る
。

（
先
端
設
備
等
の
要
件
）

第
七
条
　
法
第
二
条
第
十
四
項
の
迅
速
に
導
入
す
る
こ
と

が
中
小
企
業
者
の
生
産
性
の
向
上
に
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
設
備
等
は
、
直
接
商
品

の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
指
定
設
備
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

指
定
設
備

減
価
償
却
資
産
の

種
類

対
象
と
な
る
も
の
の
用
途
又
は

細
目

機
械
及
び
装
置

全
て
の
指
定
設
備

器
具
及
び
備
品

全
て
の
指
定
設
備

工
具

測
定
工
具
及
び
検
査
工
具
（
電

気
又
は
電
子
を
利
用
す
る
も
の

を
含
む
。
）

建
物
附
属
設
備

全
て
の
指
定
設
備

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

全
て
の
指
定
設
備

２
　
前
項
の
設
備
等
の
う
ち
、
中
小
企
業
者
の
生
産
性
の

向
上
に
特
に
不
可
欠
な
設
備
等
は
、
事
業
者
が
策
定
し

た
投
資
計
画
（
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
投
資

計
画
に
お
け
る
年
平
均
の
投
資
利
益
率
が
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
も
の
と
す
る
。

各
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
営
業
利
益
と
減
価
償
却

費
の
合
計
額
（
設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度
の
翌
年

度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
平

均
し
た
額÷

設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度
に
お
け
る

そ
の
取
得
等
を
す
る
設
備
の
取
得
価
額
の
合
計
額

（
診
断
及
び
指
導
に
係
る
要
件
）

第
八
条
　
法
第
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
。

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
同

法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売

買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の

発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
こ
と
。

三
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
数

の
株
式
が
同
一
の
大
規
模
法
人
（
資
本
金
の
額
若

し
く
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
又

は
資
本
金
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う

ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千
人
を
超
え
る

法
人
を
い
い
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当

該
大
規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人
（
次

の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
と
す

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
に

属
し
て
い
る
会
社

（１）
　
当
該
大
規
模
法
人
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株

式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
当
該

他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金

額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社

（２）
　
当
該
大
規
模
法
人
及
び
こ
れ
と
（
１
）
に
規

定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
が
有
す
る
他

の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合

計
額
が
当
該
他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数

又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

（３）
　
当
該
大
規
模
法
人
並
び
に
こ
れ
と
（
１
）
及

び
（
２
）
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会

社
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出

資
の
金
額
の
合
計
額
が
当
該
他
の
会
社
の
発
行

済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以

上
に
相
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
発
行
済
株
式
の
総

数
の
三
分
の
二
以
上
が
大
規
模
法
人
及
び
当
該
大

規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人
の
所
有
に

属
し
て
い
る
会
社

四
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
又
は
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
に
該
当
す

る
事
業
を
行
う
会
社
で
な
い
こ
と
。

五
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会

社
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
新
規
中
小
企
業
者
（
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
二
条

第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
（
ロ
及
び
ハ
に

お
い
て
「
第
二
号
新
規
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
同

項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
前
事
業
年
度
に
お
い
て
試
験
研
究
費
等
合
計

額
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成

十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
収
入
金
額
（
第
十
条
第
一
項
第
二
号

ロ
に
お
い
て
「
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対

す
る
割
合
が
百
分
の
三
を
超
え
る
も
の
又
は
売

上
高
成
長
率
（
前
事
業
年
度
の
売
上
高
の
額

（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
売
上
高
の
額
を
一
年
当
た
り
の

額
に
換
算
し
た
額
。
以
下
こ
の
（
１
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
前
々
事
業
年
度
の
売
上
高
の
額

に
対
す
る
割
合
又
は
前
事
業
年
度
の
売
上
高
の

額
の
設
立
後

初
の
事
業
年
度
（
以
下
「
設
立

事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
売
上
高
の
額
に
対

す
る
割
合
を
設
立
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度

か
ら
前
事
業
年
度
ま
で
の
事
業
年
度
の
数
で
乗

根
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

百
分
の
百
二
十
五
を
超
え
る
も
の

（２）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
未
満
の
会
社

で
あ
っ
て
、
常
勤
の
研
究
者
の
数
が
二
人
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
研
究
者
の
数
の
常
勤
の

役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合

が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の

（３）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
二
年
未
満
の
会
社

で
あ
っ
て
、
常
勤
の
新
事
業
活
動
従
事
者
（
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
事
業
活
動
に
従

事
す
る
者
で
あ
っ
て
研
究
者
に
該
当
し
な
い
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
新
事

業
活
動
従
事
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業

員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合
が
十
分
の
一
以

上
で
あ
る
も
の

ロ
　
イ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
第
二
号
新
規
中
小
企
業
者

（
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲

げ
る
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は

（
２
）
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（１）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
未
満
の
会
社

（
設
立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
　
事
業
の
将
来
に
お
け
る
成
長
発
展
に

向
け
た
事
業
計
画
（
当
該
設
立
事
業
年
度
に
お

け
る
試
験
研
究
費
等
合
計
額
（
事
業
年
度
の
期

間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
試

験
研
究
費
等
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換

算
し
た
額
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
出
資

金
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
十
を
超
え
る

見
込
み
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す

る
こ
と
。

（２）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
未
満
の
会
社

（
設
立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
以

上
の
会
社
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る

営
業
損
益
金
額
（
営
業
収
益
か
ら
営
業
費
用
を

減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
が
零
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
次
の
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ｉ）
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高

が
零
で
あ
る
も
の

（ｉｉ）
　
前
事
業
年
度
に
お
い
て
試
験
研
究
費
等
合

計
額
の
出
資
金
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の

三
十
を
超
え
る
も
の

ハ
　
そ
の
設
立
の
日
の
属
す
る
年
十
二
月
三
十
一
日

に
お
い
て
、
イ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
設
立
の
日
以
後
の

期
間
が
一
年
未
満
の
第
二
号
新
規
中
小
企
業
者

（
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
、
及

び
他
の
事
業
者
か
ら
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り

受
け
た
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲

げ
る
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は

（
２
）
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（１）
　
設
立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
な
い
会
社
　

事
業
の
将
来
に
お
け
る
成
長
発
展
に
向
け
た
事
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業
計
画
（
当
該
設
立
事
業
年
度
に
お
け
る
販
売

費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
（
事
業
年
度
の

期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
を
一
年
当

た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
。
（
２
）
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
当
該
会
社
の
出
資
金
額
の
百
分
の

三
十
を
超
え
る
見
込
み
を
記
載
し
た
も
の
に
限

る
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
設
立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
会
社
　
前

事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

の
合
計
額
の
当
該
会
社
の
出
資
金
額
に
対
す
る

割
合
が
百
分
の
三
十
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

六
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
会
社

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
会
社
　
株

主
グ
ル
ー
プ
（
株
主
の
一
人
並
び
に
当
該
株
主
と

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七

号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の

あ
る
個
人
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
殊
の

関
係
の
あ
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が

投
資
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
発
行
済
株
式
の
総

数
の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式

の
合
計
数
が
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
六
分
の
五

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
株
主

グ
ル
ー
プ
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が

も
多
い
も
の
が
、
投
資
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て

発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
数
の

株
式
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
株
主
グ

ル
ー
プ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が
、
発
行
済
株
式

の
総
数
の
六
分
の
五
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
会
社
　
株

主
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が

投
資
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
発
行
済
株
式
の
総

数
の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式

の
合
計
数
が
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
十
分
の

十
九
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

株
主
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数

が

も
多
い
も
の
が
、
投
資
を
受
け
た
時
点
に
お

い
て
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る

数
の
株
式
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
株

主
グ
ル
ー
プ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が
、
発
行
済

株
式
の
総
数
の
二
十
分
の
十
九
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
前
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
会
社
　
株

主
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が

そ
の
設
立
の
日
の
属
す
る
年
十
二
月
三
十
一
日
に

お
い
て
発
行
済
株
式
の
総
数
の
十
分
の
三
以
上
で

あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式
の
合
計
数
が
、
発
行
済

株
式
の
総
数
の
百
分
の
九
十
九
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
株
主
グ
ル
ー
プ
の
う
ち

そ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が

も
多
い
も
の
が
、

同
日
に
お
い
て
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一

を
超
え
る
数
の
株
式
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
株
主
グ
ル
ー
プ
の
有
す
る
株
式
の
総
数

が
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
百
分
の
九
十
九
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認
）

第
九
条
　
新
規
中
小
企
業
者
は
、
前
条
各
号
（
同
条
第
五

号
ハ
及
び
第
六
号
ハ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
新
規
中
小
企
業
者
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
の
確
認
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
新
規
中
小
企
業
者

は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
都
道
府
県
知
事

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
日
に
お
け
る
そ
の
株
主
名
簿

三
　
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
を
証
す
る
書
面

四
　
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度

（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
設
立
事
業

年
度
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
基
準
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
又
は
設
立
事
業

年
度
か
ら
基
準
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
ま
で
の

事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（
前
条
第
五
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、

売
上
高
成
長
率
に
係
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
前
条
第
五
号
ロ
（
１
）
に
規
定
す
る
事
業
計
画
に

係
る
事
業
計
画
書
（
事
業
概
要
及
び
経
営
者
の
略
歴

が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
（
同
号
ロ
（
１
）
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限

る
。
）

七
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
（
前
条
第
五
号
ロ
（
２
）
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る

書
類

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
提
出
を

受
け
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
申
請
者

で
あ
る
第
二
項
の
新
規
中
小
企
業
者
に
対
し
て
、
様
式

第
三
に
よ
る
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
申
請
者
で
あ
る

第
二
項
の
新
規
中
小
企
業
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
確
認
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
確
認
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
確
認
書
の
交
付
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

す
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
の
確
認
を
し
な
い
と
き

は
、
申
請
者
で
あ
る
第
二
項
の
新
規
中
小
企
業
者
に
対

し
て
、
様
式
第
四
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
の
確
認
書
を
交
付
し
た

と
き
は
、
同
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
特
定
新
規

中
小
企
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
そ
の
他
必
要
と

認
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
資
金

調
達
の
円
滑
な
実
施
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
四
項
の
確
認
書

の
交
付
を
受
け
た
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
名
称
、
代

表
者
の
氏
名
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
情

報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
情

報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
第
四
項
の
確
認
書
の
交

付
を
受
け
た
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
速
や
か
に
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
新
規
中
小
企
業
者
は
、
同
項
の
確
認
に
加
え
、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
様
式
第

一
に
よ
る
申
請
書
に
代
え
て
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請

書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
未
満
の
会
社
（
設

立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

で
あ
っ
て
、
事
業
の
将
来
に
お
け
る
成
長
発
展
に
向

け
た
事
業
計
画
を
有
す
る
も
の

二
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
五
年
未
満
の
会
社
で

あ
っ
て
、
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業

活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
財
務
諸
表

等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
百

十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
営
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
い
う
。
）
が
零
未
満
で
あ
る

も
の

ロ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

（１）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
未
満
の
会
社

（
設
立
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て
試

験
研
究
費
等
合
計
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る
割

合
が
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
又
は
第
八
条
第

五
号
イ
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
に
該
当
す
る

も
の

（２）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
一
年
以
上
二
年
未

満
の
会
社
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て

試
験
研
究
費
等
合
計
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る

割
合
が
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
、
売
上
高
成

長
率
が
百
分
の
百
二
十
五
を
超
え
る
も
の
又
は

第
八
条
第
五
号
イ
（
３
）
に
該
当
す
る
も
の

（３）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
二
年
以
上
三
年
未

満
の
会
社
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て

試
験
研
究
費
等
合
計
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る

割
合
が
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
又
は
売
上
高

成
長
率
が
百
分
の
百
二
十
五
を
超
え
る
も
の

（４）
　
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
三
年
以
上
五
年
未

満
の
会
社
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て

試
験
研
究
費
等
合
計
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る

割
合
が
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の

２
　
前
項
の
確
認
の
申
請
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
の
申

請
と
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
同
条
第
二
項
の
申
請
書
に

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
の

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
計
画
に
係
る
事

業
計
画
書
（
事
業
概
要
、
売
上
高
の
見
込
み
及
び

経
営
者
の
略
歴
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

3



ロ
　
法
人
税
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

届
出
書
の
写
し

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
の

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書

ロ
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
計
算
書

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
確
認
を
し
な
い
と
き

は
、
同
項
の
確
認
の
申
請
の
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一

月
以
内
に
、
申
請
者
で
あ
る
同
項
の
新
規
中
小
企
業
者

に
対
し
て
、
様
式
第
五
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確

認
）

第
十
一
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
法
第
六
条
に
規
定
す
る
特
定
新
規
中
小
企
業
者

は
、
基
準
日
（
当
該
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
発
行
す

る
株
式
の
払
込
み
の
期
日
（
払
込
み
の
期
間
を
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
資
の
履
行
を
し
た
日
）
又
は
当

該
株
式
が
当
該
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
設
立
に
際
し

て
発
行
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
設
立
の
日
（
当
該
特
定

新
規
中
小
企
業
者
が
第
八
条
第
五
号
ハ
に
該
当
す
る
会

社
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
設
立
の
日
の
属
す
る
年
十
二

月
三
十
一
日
）
を
い
う
。
次
項
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
次

項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に
第
十
二
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
様
式
第
六
に

よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
新
規
中
小
企
業
者
（
第
九
条
第
一
項
の

確
認
を
受
け
て
い
な
い
も
の
及
び
同
項
の
確
認
を
受

け
た
後
に
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
都
道
府
県
に

移
転
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
法
第
六
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
基
準
日
に
お
け
る
そ
の
株
主
名
簿

ハ
　
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
を
証
す
る
書
面

ニ
　
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度

（
ホ
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
設
立
事

業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
基
準
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
又
は
設
立
事

業
年
度
か
ら
基
準
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
ま

で
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書
（
第
八
条
第
五
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
、
売
上
高
成
長
率
に
係
る
も
の
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ヘ
　
第
八
条
第
五
号
ロ
（
１
）
又
は
ハ
（
１
）
に
規

定
す
る
事
業
計
画
に
係
る
事
業
計
画
書
（
事
業
概

要
及
び
経
営
者
の
略
歴
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
（
同
号
ロ
（
１
）
又
は
ハ
（
１
）
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ト
　
設
立
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
（
第
八
条
第
五
号
ロ
（
２
）
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
限

る
。
）

チ
　
定
款
（
会
社
法
第
四
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
変
更
を
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
（
第
八
条

第
五
号
ハ
及
び
第
六
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場

合
に
限
る
。
）

リ
　
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考

と
な
る
書
類

二
　
当
該
特
定
新
規
中
小
企
業
者
（
第
九
条
第
一
項
の

確
認
を
受
け
た
も
の
（
同
項
の
確
認
を
受
け
た
後
に

そ
の
主
た
る
事
務
所
を
他
の
都
道
府
県
に
移
転
し
て

い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
が
法
第
六
条
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と

し
て
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
九
条
第
四
項
の
確
認
書
（
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
の
申
請
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
事
業

年
度
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
基

準
日
以
前
に
交
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定

新
規
中
小
企
業
者
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
様
式

第
八
に
よ
る
宣
言
書

ハ
　
基
準
日
に
お
け
る
そ
の
株
主
名
簿

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考

と
な
る
書
類

三
　
前
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ

る
株
式
を
同
項
の
個
人
が
払
込
み
に
よ
り
取
得
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
会
社
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
外
部
か
ら
の
投
資
を
受
け
て
事
業
活
動
を
行
う

に
当
た
り
、
個
人
か
ら
の
金
銭
に
よ
る
払
込
み
を

受
け
て
株
式
を
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
株
式
の

発
行
に
よ
る
資
金
調
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
投
資
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た

契
約
書
の
写
し
（
第
八
条
第
五
号
ハ
及
び
第
六
号

ハ
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
書

の
写
し
又
は
第
一
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に

よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
の
管
理
に
関
す
る
契
約
を

締
結
し
た
契
約
書
の
写
し
）

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な

る
書
類

四
　
前
項
の
個
人
が
同
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に

よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
で
あ
っ
て
、
新
株
予
約
権

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
五
条
の
十
二
第
四
項
各
号
又

は
第
二
十
六
条
の
二
十
八
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
新
株
予
約
権
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
を
払
込
み

に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
株
予

約
権
を
当
該
個
人
が
払
込
み
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
と
し
て
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
会
社
法
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
個
人
か
ら
の
金
銭
に
よ
る
払
込
み
を
受
け
て
新

株
予
約
権
を
発
行
す
る
と
き
に
締
結
し
た
投
資
に

関
す
る
契
約
書
の
写
し

ハ
　
当
該
新
株
予
約
権
の
割
当
日
（
会
社
法
第
二
百

三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
割
当
日
を

い
う
。
）
に
お
け
る
新
株
予
約
権
原
簿

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考

と
な
る
書
類

３
　
第
一
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ

る
株
式
を
同
項
の
個
人
が
民
法
組
合
等
（
民
法
第
六
百

六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成

立
す
る
組
合
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い
う
。
）

を
通
じ
て
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
新

規
中
小
企
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
項

第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
民
法
組
合
等
の
組
合
契
約
書
の
写
し

二
　
当
該
民
法
組
合
等
が
取
得
し
た
当
該
株
式
（
会
社

法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
募
集
株

式
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募

集
株
式
に
限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
総
数
の
引
受
け
を
行

う
契
約
を
証
す
る
書
面

三
　
様
式
第
九
に
よ
る
当
該
民
法
組
合
等
が
民
法
第
六

百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約

に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
誓
約
す
る

書
面

４
　
第
一
項
の
個
人
が
同
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に

よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
、
当
該
個
人
が
受
益
者
と
な

っ
た
信
託
（
指
定
金
銭
信
託
で
あ
っ
て
、
合
同
運
用
信

託
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
を

い
う
。
）
以
外
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
産

と
し
て
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
新
規

中
小
企
業
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
信
託
に
係
る
信
託
契
約
書
の
写
し

二
　
当
該
信
託
の
財
産
と
し
て
取
得
し
た
当
該
株
式
の

引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
総
数
の
引
受
け
を
行
う

契
約
を
証
す
る
書
面

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る

書
類

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
提
出
を

受
け
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
申
請
者

で
あ
る
第
一
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
対
し
て
、

同
項
の
個
人
ご
と
に
様
式
第
十
に
よ
る
確
認
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
項
の
特
定

新
規
中
小
企
業
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
確
認
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知

事
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
の
交
付
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
す
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
の
確
認
を
し
な
い
と
き

は
、
申
請
者
で
あ
る
第
一
項
の
特
定
新
規
中
小
企
業
者

に
対
し
て
、
同
項
の
個
人
ご
と
に
様
式
第
十
一
に
よ
り

そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
第
八
条
第
五
号
イ
又
は
ロ
及
び
第
六
号
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
新
規
中
小
企
業

者
（
第
十
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
に
加
え
、
第
十
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
様
式
第

六
に
よ
る
申
請
書
に
代
え
て
、
様
式
第
七
に
よ
る
申
請

書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
確

認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
条
第
二
項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
新
規
中
小
企
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業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
新
規
中
小
企
業
者
」
と
、

「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
十
二
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確

認
の
取
消
し
）

第
十
二
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項

の
確
認
を
受
け
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
確
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
基
準
日
に
お
い
て
特
定
新
規
中
小
企
業
者
で
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

二
　
第
十
一
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
に
際
し
て
不
正

又
は
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
と
き
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
一
条

第
一
項
の
確
認
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
確
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
様
式
第
十
二
の
二
に

よ
り
当
該
確
認
を
取
り
消
し
た
旨
を
通
知
し
、
当
該
確

認
に
係
る
確
認
書
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
一

条
第
一
項
の
確
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
確
認

を
受
け
た
者
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
そ
の
旨
を

通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
外
国
関
係
法
人
等
に
関
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
関
係
）

第
十
三
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
関
係
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
関

係
と
す
る
。

一
　
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の

他
の
外
国
の
団
体
（
新
た
に
設
立
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
「
外

国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
発
行
済
株
式
若
し
く
は

持
分
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）

の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る

数
又
は
額
の
株
式
等
を
特
定
事
業
者
が
所
有
す
る

関
係

二
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
外
国
法
人
等

の
役
員
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）

の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
特
定
事
業
者
の
役
員
又

は
職
員
が
占
め
る
関
係

イ
　
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額

の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当

す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
当
該
特
定
事
業
者
が

所
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
特
定
事
業
者
の
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人

等
の
株
式
等
の
数
又
は
額
が
百
分
の
二
十
以
上
、

百
分
の
四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず

れ
の
一
の
者
が
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株

式
等
の
数
又
は
額
を
も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分

の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
、

子
会
社
若
し
く
は
外
国
子
会
社
（
特
定
事
業
者
が
前

二
号
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
各
号
の
外
国
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
又
は
子
会
社
等
並

び
に
当
該
特
定
事
業
者
が
所
有
す
る
関
係

四
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
外
国
法
人
等

の
役
員
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
、
子
会
社
等

又
は
子
会
社
等
並
び
に
当
該
特
定
事
業
者
の
役
員
等

又
は
職
員
が
占
め
る
関
係

イ
　
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額

の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当

す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
、
子
会
社
等
又
は
子

会
社
等
並
び
に
当
該
特
定
事
業
者
が
所
有
し
て
い

る
こ
と
。

ロ
　
子
会
社
等
又
は
子
会
社
等
並
び
に
当
該
特
定
事

業
者
の
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の

数
又
は
額
が
、
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総

数
又
は
総
額
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百
分
の
四
十

未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず
れ
の
一
の
者

が
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
数
又

は
額
を
も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
会
社
」
と
は
、
特
定
事
業
者

が
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
若
し
く
は

出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数

若
し
く
は
額
の
株
式
若
し
く
は
出
資
を
所
有
す
る
関
係

又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
し
、
か
つ
、
役

員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
当
該
特
定
事
業
者
の
役

員
若
し
く
は
職
員
が
占
め
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
他
の

事
業
者
を
い
う
。

一
　
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資

口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
四
十

以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の

株
式
又
は
出
資
を
当
該
特
定
事
業
者
が
所
有
し
て
い

る
こ
と
。

二
　
当
該
特
定
事
業
者
の
所
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者

の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額

が
、
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出

資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
二

十
以
上
、
百
分
の
四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他

の
い
ず
れ
の
一
の
者
が
所
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者

の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
を

も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

（
経
営
革
新
計
画
の
承
認
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
革

新
計
画
に
係
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者

は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し

一
通
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
の
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
事
業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

の
定
款

二
　
当
該
特
定
事
業
者
（
組
合
等
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
経
営
革
新
計
画
に
参
加
す
る
全
て
の
構
成

員
）
の

近
二
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、

近
一
年
間
の
事
業
内
容
の
概
要
を
記

載
し
た
書
類
）

３
　
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
代
表
者
は
、
三
名

以
内
と
す
る
。

（
経
営
革
新
計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
十
五
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
革

新
計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

事
業
者
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ

の
写
し
一
通
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
の
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
経
営
革
新
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
経
営
革

新
の
た
め
の
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
定
款
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後

の
定
款

三
　
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

（
経
営
力
向
上
設
備
等
の
要
件
）

第
十
六
条
　
法
第
十
七
条
第
三
項
の
経
営
力
向
上
に
特
に

資
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
設
備
等

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
設
備
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
要
件
（
当
該
指
定
設
備
が
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ

て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み

合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
及
び
ロ
の
比
較
の

対
象
と
な
る
設
備
が
販
売
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
限
る
。
）
に
も
該
当

す
る
も
の

イ
　
当
該
指
定
設
備
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
販
売
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
係
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
指
定
設
備
が
、
そ
の
属
す
る
型
式
区
分

（
同
一
の
製
造
業
者
が
製
造
し
た
同
一
の
種
別
に

属
す
る
設
備
を
型
式
そ
の
他
の
事
項
に
よ
り
区
分

し
た
場
合
の
各
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
販
売
開
始
日
に
次
い
で
新

し
い
販
売
開
始
日
の
型
式
区
分
（
当
該
指
定
設
備

の
製
造
業
者
が
製
造
し
た
当
該
指
定
設
備
と
同
一

の
種
別
に
属
す
る
設
備
の
型
式
区
分
に
限
る
。
）

に
属
す
る
設
備
と
比
較
し
て
、
生
産
効
率
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
効
率
、
精
度
そ
の
他
の
経
営
力
の
向
上
に

資
す
る
も
の
の
指
標
が
年
平
均
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
向
上
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

指
定
設
備

販
売
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に

係
る
要
件

減価償却資産の種類

対
象
と
な

る
も
の
の

用
途
又
は

細
目

機械及び装置

全
て
の
指

定
設
備

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
十
年
前
の
日
の
属

す
る
年
度
（
そ
の
年
の
一
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

開
始
の
日
以
後
の
日
で
あ
る

こ
と
。

器具及び備品

全
て
の
指

定
設
備

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
六
年
前
の
日
の
属

す
る
年
度
開
始
の
日
以
後
の

日
で
あ
る
こ
と
。

工具

測
定
工
具

及
び
検
査

工
具
（
電

気
又
は
電

子
を
利
用

す
る
も
の

を
含
む
。
）

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
五
年
前
の
日
の
属

す
る
年
度
開
始
の
日
以
後
の

日
で
あ
る
こ
と
。
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建物附属設備

全
て
の
指

定
設
備

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
十
四
年
前
の
日
の

属
す
る
年
度
開
始
の
日
以
後

の
日
で
あ
る
こ
と
。

建物

断
熱
材

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
十
四
年
前
の
日
の

属
す
る
年
度
開
始
の
日
以
後

の
日
で
あ
る
こ
と
。

断
熱
窓

ソフトウエア

設
備
の
稼

働
状
況
等

に
係
る
情

報
収
集
機

能
及
び
分

析
・
指
示

機
能
を
有

す
る
も
の

当
該
設
備
の
属
す
る
型
式
区

分
に
係
る
販
売
開
始
日
が
、

事
業
者
が
当
該
設
備
を
導
入

し
た
日
の
五
年
前
の
日
の
属

す
る
年
度
開
始
の
日
以
後
の

日
で
あ
る
こ
と
。

二
　
機
械
及
び
装
置
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
、
建

物
、
建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
の
う
ち
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投
資
計
画
（
次
の

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
投
資
計
画
に
お
け
る
年

平
均
の
投
資
利
益
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
経
済

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
記

載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
設
備

各
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
営
業
利
益
と
減
価
償

却
費
の
合
計
額
（
設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度

の
翌
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。
）
を
平
均
し
た
額÷

設
備
の
取
得
等
を
す

る
年
度
に
お
け
る
そ
の
取
得
等
を
す
る
設
備
の

取
得
価
額
の
合
計
額

三
　
機
械
及
び
装
置
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
、
建
物

附
属
設
備
並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
う
ち
、
事
業
者

が
策
定
し
た
投
資
計
画
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の

確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
投

資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設
備

イ
　
情
報
処
理
技
術
を
用
い
た
遠
隔
操
作
を
通
じ

て
、
事
業
を
対
面
以
外
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

又
は
事
業
に
従
事
す
る
者
が
現
に
常
時
労
務
を
提

供
し
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
常
時
労

務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。

ロ
　
現
に
実
施
し
て
い
る
事
業
に
関
す
る
デ
ー
タ

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。
次

項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
集
約
及
び
分

析
を
情
報
処
理
技
術
を
用
い
て
行
う
こ
と
に
よ

り
、
当
該
事
業
の
工
程
に
関
す
る

新
の
状
況
の

把
握
及
び
経
営
資
源
（
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定

す
る
経
営
資
源
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の

適
化
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
情
報
処
理
技
術
を
用
い
て
、
現
に
実
施
し
て
い

る
事
業
の
工
程
に
関
す
る
経
営
資
源
等
の

適
化

の
た
め
の
指
令
を
状
況
に
応
じ
て
自
動
的
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
機
械
及
び
装
置
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
、
建

物
、
建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
の
う
ち
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投
資
計
画
（
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
投
資

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設
備

イ
　
当
該
事
業
者
が
行
う
認
定
経
営
力
向
上
計
画
の

実
施
期
間
の
終
了
の
日
を
含
む
事
業
年
度
（
ロ
に

お
い
て
「
計
画
終
了
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
減
価
償
却
費
及
び
研
究
開
発
費
を
控
除
す
る
前

の
営
業
利
益
の
額
を
総
資
産
の
額
で
除
し
た
値
を

百
分
率
で
表
し
た
値
が
、
当
該
認
定
経
営
力
向
上

計
画
の
開
始
の
直
前
の
事
業
年
度
（
ロ
に
お
い
て

「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
値

よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
認
定
経
営

力
向
上
計
画
の
計
画
期
間
（
ロ
に
お
い
て
「
計
画

期
間
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
水
準
以
上
上
回
る
こ
と
。

計
画
期
間

水
準

三
年
間

〇
・
三

四
年
間

〇
・
四

五
年
間

〇
・
五

ロ
　
計
画
終
了
年
度
の
売
上
高
を
有
形
固
定
資
産
の

帳
簿
価
額
で
除
し
た
値
を
百
分
率
で
表
し
た
値

が
、
基
準
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
値
よ
り
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
計
画
期
間
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
水
準
以
上
上
回
る
こ
と
。

計
画
期
間

水
準

三
年
間

二
パ
ー
セ
ン
ト

四
年
間

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

五
年
間

三
パ
ー
セ
ン
ト

２
　
前
項
の
設
備
等
の
う
ち
、
経
営
力
向
上
に
著
し
く
資

す
る
設
備
等
は
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業
（
洗
濯
機
、

乾
燥
機
そ
の
他
の
洗
濯
に
必
要
な
設
備
（
共
同
洗
濯
設

備
と
し
て
病
院
、
寄
宿
舎
そ
の
他
の
施
設
内
に
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
、
こ
れ
を
公
衆
に

利
用
さ
せ
る
事
業
を
い
う
。
）
又
は
暗
号
資
産
マ
イ
ニ

ン
グ
業
（
主
要
な
事
業
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用

に
供
す
る
設
備
等
で
そ
の
管
理
の
お
お
む
ね
全
部
を
他

の
者
に
委
託
す
る
も
の
以
外
の
設
備
等
で
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
す
る
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
設
備
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
要
件
（
当
該
指
定
設
備
が
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ

て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み

合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
及
び
ロ
の
比
較
の

対
象
と
な
る
設
備
が
販
売
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
限
る
。
）
に
も
該
当

す
る
も
の

イ
　
当
該
指
定
設
備
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
販
売
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
係
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
指
定
設
備
が
、
そ
の
属
す
る
型
式
区
分

（
同
一
の
製
造
業
者
が
製
造
し
た
同
一
の
種
別
に

属
す
る
設
備
を
型
式
そ
の
他
の
事
項
に
よ
り
区
分

し
た
場
合
の
各
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
販
売
開
始
日
に
次
い
で
新

し
い
販
売
開
始
日
の
型
式
区
分
（
当
該
指
定
設
備

の
製
造
業
者
が
製
造
し
た
当
該
指
定
設
備
と
同
一

の
種
別
に
属
す
る
設
備
の
型
式
区
分
に
限
る
。
）

に
属
す
る
設
備
と
比
較
し
て
、
生
産
効
率
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
効
率
、
精
度
そ
の
他
の
経
営
力
の
向
上
に

資
す
る
も
の
の
指
標
が
年
平
均
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
向
上
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

指
定
設
備

販
売
が
開
始
さ
れ
た

時
期
に
係
る
要
件

減価償却資産の種類

対
象
と
な
る
も
の

の
用
途
又
は
細
目

機械

全
て
の
指
定
設
備

（
発
電
の
用
に
供

当
該
設
備
の
属
す
る

型
式
区
分
に
係
る
販

及び装置

す
る
設
備
に
あ
っ

て
は
、
主
と
し
て

電
気
の
販
売
を
行

う
た
め
に
取
得
又

は
製
作
を
す
る
も

の
と
し
て
経
済
産

業
大
臣
が
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）

売
開
始
日
が
、
事
業

者
が
当
該
設
備
を
導

入
し
た
日
の
十
年
前

の
日
の
属
す
る
年
度

（
そ
の
年
の
一
月
一

日
か
ら
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
期
間
を

い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）

開
始
の
日
以
後
の
日

で
あ
る
こ
と
。

器具及び備品

全
て
の
指
定
設
備

（
医
療
機
器
に
あ

っ
て
は
、
医
療
保

健
業
を
行
う
事
業

者
が
取
得
又
は
製

作
を
す
る
も
の
を

除
く
。
）

当
該
設
備
の
属
す
る

型
式
区
分
に
係
る
販

売
開
始
日
が
、
事
業

者
が
当
該
設
備
を
導

入
し
た
日
の
六
年
前

の
日
の
属
す
る
年
度

開
始
の
日
以
後
の
日

で
あ
る
こ
と
。

工具

測
定
工
具
及
び
検

査
工
具
（
電
気
又

は
電
子
を
利
用
す

る
も
の
を
含
む
。
）

当
該
設
備
の
属
す
る

型
式
区
分
に
係
る
販

売
開
始
日
が
、
事
業

者
が
当
該
設
備
を
導

入
し
た
日
の
五
年
前

の
日
の
属
す
る
年
度

開
始
の
日
以
後
の
日

で
あ
る
こ
と
。

建物附属設備

全
て
の
指
定
設
備

（
医
療
保
健
業
を

行
う
事
業
者
が
取

得
又
は
建
設
を
す

る
も
の
を
除
く
も

の
と
し
、
発
電
の

用
に
供
す
る
設
備

に
あ
っ
て
は
主
と

し
て
電
気
の
販
売

を
行
う
た
め
に
取

得
又
は
建
設
を
す

る
も
の
と
し
て
経

済
産
業
大
臣
が
定

め
る
も
の
を
除

く
。
）

当
該
設
備
の
属
す
る

型
式
区
分
に
係
る
販

売
開
始
日
が
、
事
業

者
が
当
該
設
備
を
導

入
し
た
日
の
十
四
年

前
の
日
の
属
す
る
年

度
開
始
の
日
以
後
の

日
で
あ
る
こ
と
。

ソフトウ

設
備
の
稼
働
状
況

等
に
係
る
情
報
収

集
機
能
及
び
分

当
該
設
備
の
属
す
る

型
式
区
分
に
係
る
販

売
開
始
日
が
、
事
業

者
が
当
該
設
備
を
導

6
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析
・
指
示
機
能
を

有
す
る
も
の

入
し
た
日
の
五
年
前

の
日
の
属
す
る
年
度

開
始
の
日
以
後
の
日

で
あ
る
こ
と
。

二
　
機
械
及
び
装
置
（
発
電
の
用
に
供
す
る
設
備
に
あ

っ
て
は
、
主
と
し
て
電
気
の
販
売
を
行
う
た
め
に
取

得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品

（
医
療
機
器
に
あ
っ
て
は
、
医
療
保
健
業
を
行
う
事

業
者
が
取
得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
建

物
附
属
設
備
（
医
療
保
健
業
を
行
う
事
業
者
が
取
得

又
は
建
設
を
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
発
電
の

用
に
供
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
電
気
の
販

売
を
行
う
た
め
に
取
得
又
は
建
設
を
す
る
も
の
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
う
ち
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投

資
計
画
（
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
投
資
計

画
に
お
け
る
年
平
均
の
投
資
利
益
率
が
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に

限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設
備

各
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
営
業
利
益
と
減
価
償

却
費
の
合
計
額
（
設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度

の
翌
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。
）
を
平
均
し
た
額÷

設
備
の
取
得
等
を
す

る
年
度
に
お
け
る
そ
の
取
得
等
を
す
る
設
備
の

取
得
価
額
の
合
計
額

三
　
機
械
及
び
装
置
（
発
電
の
用
に
供
す
る
設
備
に
あ

っ
て
は
、
主
と
し
て
電
気
の
販
売
を
行
う
た
め
に
取

得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品

（
医
療
機
器
に
あ
っ
て
は
、
医
療
保
健
業
を
行
う
事

業
者
が
取
得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
建

物
附
属
設
備
（
医
療
保
健
業
を
行
う
事
業
者
が
取
得

又
は
建
設
を
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
発
電
の

用
に
供
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
電
気
の
販

売
を
行
う
た
め
に
取
得
又
は
建
設
を
す
る
も
の
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
う
ち
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投

資
計
画
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
に
つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た

も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設
備

イ
　
情
報
処
理
技
術
を
用
い
た
遠
隔
操
作
を
通
じ

て
、
事
業
を
対
面
以
外
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

又
は
事
業
に
従
事
す
る
者
が
現
に
常
時
労
務
を
提

供
し
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
常
時
労

務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。

ロ
　
現
に
実
施
し
て
い
る
事
業
に
関
す
る
デ
ー
タ
の

集
約
及
び
分
析
を
情
報
処
理
技
術
を
用
い
て
行
う

こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
業
の
工
程
に
関
す
る

新

の
状
況
の
把
握
及
び
経
営
資
源
等
の

適
化
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
情
報
処
理
技
術
を
用
い
て
、
現
に
実
施
し
て
い

る
事
業
の
工
程
に
関
す
る
経
営
資
源
等
の

適
化

の
た
め
の
指
令
を
状
況
に
応
じ
て
自
動
的
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
機
械
及
び
装
置
（
発
電
の
用
に
供
す
る
設
備
に
あ

っ
て
は
、
主
と
し
て
電
気
の
販
売
を
行
う
た
め
に
取

得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品

（
医
療
機
器
に
あ
っ
て
は
、
医
療
保
健
業
を
行
う
事

業
者
が
取
得
又
は
製
作
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
建

物
附
属
設
備
（
医
療
保
健
業
を
行
う
事
業
者
が
取
得

又
は
建
設
を
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
発
電
の

用
に
供
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
電
気
の
販

売
を
行
う
た
め
に
取
得
又
は
建
設
を
す
る
も
の
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
う
ち
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投

資
計
画
（
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
経
済

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
記

載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
設
備
（
当
該
事
業
者
が
行
う
認
定
経
営
力
向

上
計
画
（
法
第
十
七
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た

設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
経
営
力
向
上
計
画
に
従

っ
て
事
業
承
継
等
を
行
っ
た
後
に
取
得
又
は
製
作
若

し
く
は
建
設
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
事
業
者
が
行
う
認
定
経
営
力
向
上
計
画

（
法
第
十
七
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
期
間
の
終

了
の
日
を
含
む
事
業
年
度
（
ロ
に
お
い
て
「
計
画

終
了
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
減
価
償
却
費

及
び
研
究
開
発
費
を
控
除
す
る
前
の
営
業
利
益
の

額
を
総
資
産
の
額
で
除
し
た
値
を
百
分
率
で
表
し

た
値
が
、
当
該
認
定
経
営
力
向
上
計
画
の
開
始
の

直
前
の
事
業
年
度
（
ロ
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年

度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
値
よ
り
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
認
定
経
営
力
向
上
計
画

の
計
画
期
間
（
ロ
に
お
い
て
「
計
画
期
間
」
と
い

う
。
）
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
水
準
以

上
上
回
る
こ
と
。

計
画
期
間

水
準

三
年
間

〇
・
三

四
年
間

〇
・
四

五
年
間

〇
・
五

ロ
　
計
画
終
了
年
度
の
売
上
高
を
有
形
固
定
資
産
の

帳
簿
価
額
で
除
し
た
値
を
百
分
率
で
表
し
た
値

が
、
基
準
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
値
よ
り
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
計
画
期
間
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
水
準
以
上
上
回
る
こ
と
。

計
画
期
間

水
準

三
年
間

二
パ
ー
セ
ン
ト

四
年
間

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

五
年
間

三
パ
ー
セ
ン
ト

（
純
資
産
の
額
が
一
定
の
額
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
要
件
）

第
十
七
条
　
法
第
十
七
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
日
（
法
第

十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
の
日
を
含

む
。
次
号
に
お
い
て
「
認
定
申
請
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対

照
表
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
貸
借
対
照
表
」
と
い

う
。
）
上
の
純
資
産
の
額
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

二
　
貸
借
対
照
表
上
の
社
債
及
び
借
入
金
の
合
計
額
か

ら
貸
借
対
照
表
上
の
現
金
及
び
預
貯
金
の
合
計
額
を

控
除
し
て
得
た
額
を
、
認
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
上
の
営
業

利
益
の
額
に
減
価
償
却
費
を
加
え
た
額
で
除
し
て
得

た
値
が
十
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

（
事
業
再
編
投
資
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
再

編
投
資
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
書
の

写
し

二
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
の
登

記
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書

三
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合

員
の
直
近
の
計
算
書
類

四
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合

員
が
経
営
力
向
上
（
事
業
承
継
等
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
を
図
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
源

を
高
度
に
利
用
す
る
方
法
に
係
る
指
導
の
知
識
及
び

経
験
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
書
類

イ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
事
業
再
編
投

資
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
の
許

認
可
等
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
必
要

と
す
る
場
合
　
当
該
許
認
可
等
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

ロ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
事
業
再
編
投

資
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
に
届

出
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届

出
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
　
当
該
届
出
を
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
収
益
の
目
標
を

定
め
る
書
類

七
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合

員
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
類

イ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な

い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
者

ロ
　
禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法

令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
法
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

い
者

ニ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力

団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力

団
員
等
」
と
い
う
。
）

ホ
　
認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
が
法
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
時
に

お
い
て
当
該
認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
の
無
限
責

任
組
合
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ヘ
　
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
ホ
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ト
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

7



八
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合

員
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
類

イ
　
暴
力
団
員
等

ロ
　
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
に
該
当
す
る
者

が
あ
る
も
の

ハ
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

（
事
業
再
編
投
資
計
画
の
認
定
）

第
十
九
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
事
業
再
編
投
資
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該

事
業
再
編
投
資
計
画
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提

出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該

認
定
に
係
る
申
請
書
の
正
本
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
、

こ
れ
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
申
請
者

た
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
事

業
再
編
投
資
を
実
施
す
る
事
業
再
編
投
資
計
画
と
し

て
認
定
す
る
。
」

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
十
六

に
よ
る
書
面
を
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
再
編
投
資
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

再
編
投
資
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
事
業
再
編
投
資
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
事

業
再
編
投
資
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
第
十
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
変
更

の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
業
再
編
投
資
計
画
の
提
出
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
審
査

し
、
当
該
事
業
再
編
投
資
計
画
の
変
更
の
認
定
を
す
る

と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一

月
以
内
に
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
書
の
正
本

に
次
の
よ
う
に
記
載
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ

を
認
定
書
と
し
て
当
該
認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
に
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
認
定
す
る
。
」

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
を
し
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第

十
八
に
よ
る
書
面
を
当
該
認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
に

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
事
業
再
編
投
資
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
二
十
一
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
事
業
再
編
投
資
計
画
の
認
定
を

取
り
消
す
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し

た
様
式
第
十
九
に
よ
る
書
面
を
当
該
認
定
を
取
り
消
す

認
定
事
業
再
編
投
資
組
合
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
営
力
向
上
関
連
保
証
の
資
金
の
要
件
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

経
営
力
向
上
事
業
に
必
要
な
資
金
の
う
ち
経
営
力
向
上

に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
認
定
経
営
力
向
上
事
業
の
う
ち
新
事
業
活

動
、
事
業
承
継
等
又
は
事
業
承
継
等
事
前
調
査
に
必
要

な
資
金
と
す
る
。

（
導
入
促
進
基
本
計
画
の
協
議
）

第
二
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
導

入
促
進
基
本
計
画
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
市
町
村
の

長
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
協
議
書
を
、
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
導
入
促
進
基
本
計
画
の
変
更
の
協
議
）

第
二
十
四
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
導
入

促
進
基
本
計
画
の
変
更
に
係
る
同
意
を
得
よ
う
と
す
る

市
町
村
の
長
は
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
変
更
協
議
書

を
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
五
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
申
請
書
一
通

を
同
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
長
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
（
第
五
項
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と

い
う
。
）
に
は
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
実
施
に
よ

り
当
該
計
画
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
中
小
企
業
者
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
特
定
市
町
村
の
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
申
請
の
日
の
属
す
る

事
業
年
度
又
は
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業

年
度
の
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
の
五
の

四
第
五
項
第
八
号
又
は
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
五

項
第
九
号
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与

等
支
給
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
比
較
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該

比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の

一
・
五
以
上
と
な
る
方
針
を
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に

記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
従
業
員
に
表

明
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
特
定
市
町
村
の
長
は
、
申
請
書
及
び
第
二
項
か
ら
前

項
ま
で
の
書
類
の
ほ
か
、
基
本
方
針
及
び
同
意
導
入
促

進
基
本
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
先

端
設
備
等
導
入
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
申
請

書
一
通
を
特
定
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
は
、
当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て

行
わ
れ
る
先
端
設
備
等
導
入
に
係
る
事
業
の
実
施
状
況

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
申
請
書
に
は
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
実
施
に
よ

り
当
該
計
画
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
中
小
企
業
者
が
取
得
す
る
先
端
設
備
等
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
後
の

先
端
設
備
等
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
特
定
市
町
村
の
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
作
成
指
針
に
定
め
る

事
項
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
八
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
継
続
力
強
化
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
申
請
書
を
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
過
去
に
お
い
て
認
定
事
業
継
続
力
強
化
を
行
っ
た
又

は
現
に
認
定
事
業
継
続
力
強
化
を
行
っ
て
い
る
中
小
企

業
者
で
あ
っ
て
、
新
た
に
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
前
項
の
申
請
書
に

は
、
直
近
の
認
定
事
業
継
続
力
強
化
の
実
施
状
況
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
同
項
の

認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
、
事
業
継
続
力

強
化
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
事
業
継
続
力
強
化
設
備
等
の
要
件
）

第
二
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
事
業

継
続
力
強
化
に
特
に
資
す
る
設
備
、
機
器
又
は
装
置
と

し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
設
備
等
は
、
次
の
表
に

掲
げ
る
設
備
等
の
う
ち
、
認
定
事
業
継
続
力
強
化
計
画

に
お
け
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
及
び
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
内
容
の
実
現
又
は
認
定
連
携
事
業

継
続
力
強
化
計
画
に
お
け
る
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
内
容
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
経

済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

減
価

償
却

資
産

の
種

類

対
象
と
な
る
も
の
の
用
途
又
は
細
目

機
械

及
び

装
置

自
然
災
害
の
発
生
が
事
業
活
動
に
与
え
る
影

響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能
を
有
す
る
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
も
の
。

一
　
自
家
発
電
設
備
、
浄
水
装
置
、
揚
水
ポ

ン
プ
そ
の
他
の
自
然
災
害
に
起
因
す
る
電
気
、

ガ
ス
又
は
水
道
水
の
供
給
の
停
止
の
影
響
の

軽
減
に
資
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
　
排
水
ポ
ン
プ
そ
の
他
の
自
然
災
害
に
起

因
す
る
浸
水
の
影
響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能

を
有
す
る
も
の

三
　
耐
震
装
置
、
制
震
装
置
、
免
震
装
置
そ

の
他
の
自
然
災
害
に
起
因
す
る
設
備
の
転
倒

又
は
損
壊
の
影
響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能
を

有
す
る
も
の

器
具

及
び

備
品

全
て
の
設
備

建
物

附
属

設
備

電
気
設
備
（
照
明
設
備
を
含
む
。
）

給
排
水
又
は
衛
生
設
備
及
び
ガ
ス
設
備

格
納
式
避
難
設
備
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可
動
間
仕
切
り

自
然
災
害
の
発
生
が
事
業
活
動
に
与
え
る
影

響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能
を
有
す
る
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
も
の
。

一
　
耐
震
装
置
、
制
震
装
置
、
免
震
装
置
そ

の
他
の
自
然
災
害
に
起
因
す
る
設
備
の
転
倒

又
は
損
壊
の
影
響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能
を

有
す
る
も
の

二
　
防
水
シ
ャ
ッ
タ
ー
そ
の
他
の
自
然
災
害

に
起
因
す
る
浸
水
の
影
響
の
軽
減
に
資
す
る

機
能
を
有
す
る
も
の

（
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
三
十
条
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

継
続
力
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
事
業
継
続
力
強
化
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る

事
業
継
続
力
強
化
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
書

類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の

書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
同
項
の

認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
、
事
業
継
続
力

強
化
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連

携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
申
請
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
連
携
事
業
継
続
力
強
化
を
行
う
大
企
業
者
が
あ
る

場
合
は
、
当
該
大
企
業
者
の
当
該
連
携
事
業
継
続
力

強
化
計
画
に
関
す
る
同
意
書
の
写
し

二
　
過
去
に
お
い
て
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
を
行

っ
た
又
は
現
に
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
を
行
っ

て
い
る
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
新
た
に
法
第
五
十

九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

直
近
の
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
の
実
施
状
況
を

記
載
し
た
書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
同
項
の

認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
、
連
携
事
業
継

続
力
強
化
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
代
表
者
は
、
一
名
と
す

る
。

（
外
国
関
係
法
人
等
に
関
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
関
係
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
関
係
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
関
係
と
す
る
。

一
　
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分

の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
中

小
企
業
者
が
所
有
す
る
関
係

二
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
役
員
等
の
総

数
の
二
分
の
一
以
上
を
中
小
企
業
者
の
役
員
又
は
職

員
が
占
め
る
関
係

イ
　
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額

の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当

す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
当
該
中
小
企
業
者
が

所
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
中
小
企
業
者
の
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人

等
の
株
式
等
の
数
又
は
額
が
百
分
の
二
十
以
上
、

百
分
の
四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず

れ
の
一
の
者
が
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株

式
等
の
数
又
は
額
を
も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分

の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
、

子
会
社
若
し
く
は
外
国
子
会
社
（
中
小
企
業
者
が
前

二
号
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
各
号
の
外
国
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
又
は
子
会
社
等
及

び
当
該
中
小
企
業
者
が
所
有
す
る
関
係

四
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
外
国
法
人
等

の
役
員
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
、
子
会
社
等

又
は
子
会
社
等
及
び
当
該
中
小
企
業
者
の
役
員
等
又

は
職
員
が
占
め
る
関
係

イ
　
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額

の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当

す
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
、
子
会
社
等
又
は
子

会
社
等
及
び
当
該
中
小
企
業
者
が
所
有
し
て
い
る

こ
と
。

ロ
　
子
会
社
等
又
は
子
会
社
等
及
び
当
該
中
小
企
業

者
の
所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
数

又
は
額
が
、
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
総
数

又
は
総
額
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百
分
の
四
十
未

満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず
れ
の
一
の
者
が

所
有
す
る
当
該
外
国
法
人
等
の
株
式
等
の
数
又
は

額
を
も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
会
社
」
と
は
、
中
小
企
業
者

が
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
若
し
く
は

出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数

若
し
く
は
額
の
株
式
若
し
く
は
出
資
を
所
有
す
る
関
係

又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
し
、
か
つ
、
役

員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
当
該
中
小
企
業
者
の
役

員
若
し
く
は
職
員
が
占
め
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
他
の

事
業
者
を
い
う
。

一
　
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資

口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
四
十

以
上
、
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の

株
式
又
は
出
資
を
当
該
中
小
企
業
者
が
所
有
し
て
い

る
こ
と
。

二
　
当
該
中
小
企
業
者
の
所
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者

の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額

が
、
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出

資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
二

十
以
上
、
百
分
の
四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他

の
い
ず
れ
の
一
の
者
が
所
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者

の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
を

も
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

（
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の

申
請
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連

携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
七
に
よ
る

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
に
従
っ
て
行
わ

れ
る
連
携
事
業
継
続
力
強
化
の
実
施
状
況
を
記
載
し

た
書
類

二
　
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
添
付

し
た
書
類
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
同
意
書
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
写
し

三
　
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
書

類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の

書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
同
項
の

認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
、
連
携
事
業
継

続
力
強
化
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
の
実
施
に
必
要
な
資
金

の
要
件
）

第
三
十
四
条
　
法
第
六
十
一
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画

の
実
施
期
間
内
に
お
い
て
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
内
又
は
突
発
的
な
事
由
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
起
因
し
て
、
事

業
所
を
有
す
る
事
業
者
の
相
当
部
分
の
事
業
活
動
に
著

し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て

経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
内
に
事
業
所
を
有
す

る
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
を
行
う
大
企
業
者
（
法

第
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
と
共
同
で
認
定
連
携
事

業
継
続
力
強
化
を
行
う
大
企
業
者
が
、
認
定
連
携
事
業

継
続
力
強
化
の
実
施
に
必
要
と
す
る
資
金
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
の
実
施
期

間
内
に
お
い
て
、
災
害
救
助
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
内
又
は
突
発
的
な
事
由

と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
起
因
し

て
、
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
の
相
当
部
分
の
事
業
活

動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
認
定
連
携
事
業
継
続
力
強
化
を
行
う
大
企
業

者
又
は
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
と
共
同
で
認
定
連
携

事
業
継
続
力
強
化
を
行
う
大
企
業
者
が
、
認
定
連
携
事

業
継
続
力
強
化
の
実
施
に
必
要
と
す
る
資
金
と
す
る
。

（
経
済
産
業
大
臣
へ
の
通
知
）

第
三
十
五
条
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
速
や

か
に
申
請
書
の
写
し
に
承
認
し
た
旨
を
付
記
し
て
、
当

該
都
道
府
県
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て

経
済
産
業
大
臣
に
、
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業

省
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
経
済
産

業
省
令
第
二
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
経
済
社
会
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し

て
行
う
中
高
年
齢
者
の
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
、
雇
用

の
機
会
の
創
出
等
を
図
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
等
の
臨

時
の
特
例
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

四
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
経
済
産
業

省
令
第
五
四
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
施
行
規
則
及
び
新
事
業
創
出
促
進
法
施
行
規

則
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令

第
三
十
八
号
）

二
　
新
事
業
創
出
促
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通

商
産
業
省
令
第
六
号
）

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
日
経
済
産
業
省

令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
中
小
企
業
の
新
た
な
事

業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の

発
行
す
る
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
特

定
新
規
中
小
企
業
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
海
外
に
お
け
る
商
品
の

需
要
の
開
拓
の
促
進
等
の
た
め
の
中
小
企
業
の
新
た
な

事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
五
日
経
済
産
業

省
令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
新
規
中
小
企
業
者
が
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
平

成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
又
は
確
認
を
し
な
い

旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確

認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
新
規
中
小
企
業
者
が

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
四
に
よ
る
申
請

書
、
様
式
第
五
に
よ
る
宣
言
書
及
び
様
式
第
六
に
よ
る

書
面
を
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
に
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
り
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
又
は
確
認

を
し
な
い
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
九
日
経
済
産
業

省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
四
日
経
済
産
業

省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
四
日
経
済
産
業

省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
定
の
申
請
が
さ

れ
て
い
る
経
営
力
向
上
計
画
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
経
営
力
向
上
計
画
を
い
う
。
）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
経
営
力
向
上
設
備
等
の
要
件
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
経
済
産
業
省

令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業

省
令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
八

条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
小
企
業
者
等
（
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

以
後
に
受
け
る
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含

む
。
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
日
以
後
に

申
請
が
さ
れ
る
も
の
に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
（
同
法

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
力
向
上
計
画
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
経
営
力
向
上
設
備
等
（
機
械
及
び
装
置
並
び
に

建
物
附
属
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
中
小

企
業
者
等
が
、
同
日
前
に
受
け
た
認
定
及
び
同
日
以
後

に
受
け
る
認
定
の
う
ち
同
日
前
に
申
請
が
さ
れ
た
も
の

に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
経
営
力
向
上
設
備
等
（
機
械
及
び
装
置
並
び
に
建

物
附
属
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
五
日
経
済
産
業
省
令

第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
経
済
産
業
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資

す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
一
六
日
経
済
産
業
省

令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進

の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
経
営
革
新
計
画
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
承
認
を
受
け
て
い

る
経
営
革
新
計
画
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
り
申
請
し
て
承
認
を
受
け
て
い
る
経
営
革
新

計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り

申
請
さ
れ
た
経
営
革
新
計
画
に
係
る
承
認
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二

条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
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当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
二

十
四
条
の
規
定
は
、
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
け
る
同
法
第
五
十

条
第
一
項
又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法
第

五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
同
日
以
後
に
申
請
が
さ
れ
る
も
の
に
係

る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
（
同
法
第
五

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
五

十
条
第
二
項
第
二
号
ロ
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三

号
ロ
に
規
定
す
る
事
業
継
続
力
強
化
設
備
等
（
建
物
附

属
設
備
に
限
る
。
以
下
単
に
「
事
業
継
続
力
強
化
設
備

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
中
小
企
業
者
が
、

同
日
前
に
受
け
た
認
定
及
び
同
日
以
後
に
受
け
る
認
定

の
う
ち
同
日
前
に
申
請
が
さ
れ
た
も
の
に
係
る
事
業
継

続
力
強
化
計
画
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
に
記

載
さ
れ
た
事
業
継
続
力
強
化
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
六
日
経
済
産
業
省

令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
六
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
う
ち
中
小

企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
に
第
二
項

を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
経
営
革
新
計
画
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
承
認
を
受
け
て
い
る
経

営
革
新
計
画
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
申
請
し
て
承
認
を
受
け
て
い
る
経
営
革
新
計
画

の
変
更
に
係
る
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
七
日
経
済
産
業
省

令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
定
の
申
請
が
さ
れ
て

い
る
経
営
力
向
上
計
画
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
経
営
力
向
上
計
画
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ

て
い
る
純
資
産
の
額
が
一
定
の
額
以
上
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省

令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第

七
条
の
規
定
は
、
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
等
経
営
強

化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
附
則
第
五
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
（
法
第
五
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
い

う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
以

後
に
同
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
記
載
さ

れ
た
先
端
設
備
等
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

先
端
設
備
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
定

の
申
請
又
は
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の

申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
認
定
を
す
る

か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
定

の
申
請
に
係
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
法
第
五

十
三
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
処
分
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認
及
び
特
定
新
規
中
小

企
業
者
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確
認
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
八
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
特

定
新
規
中
小
企
業
者
（
法
第
六
条
に
規
定
す
る
特
定
新

規
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
個

人
が
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
払

込
み
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
際
確
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
特
定
新
規
中
小
企
業
者
は
、
施
行
日
以
後
に
当
該
特

定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
払
込

み
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行

日
前
に
受
け
た
旧
規
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
旧
規
則
第
九
条
第
四

項
の
様
式
第
三
に
よ
る
確
認
書
を
、
新
規
則
第
十
一
条

第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る

書
類
と
し
て
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
旧
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
確
認
書
は
、
施
行

日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
経
営
力
向
上
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
事

業
者
等
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行

日
以
後
に
受
け
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
認
定

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
総
称
す

る
。
）
の
う
ち
施
行
日
以
後
に
申
請
が
さ
れ
る
も
の
に

係
る
経
営
力
向
上
計
画
（
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
経
営
力
向
上
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規

定
す
る
経
営
力
向
上
設
備
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
特
定

事
業
者
等
が
、
施
行
日
前
に
受
け
た
認
定
及
び
施
行
日

以
後
に
受
け
る
認
定
の
う
ち
施
行
日
前
に
申
請
が
さ
れ

た
も
の
に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
経
営
力
向
上
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
継
続
力
強
化
計
画
及
び
連
携
事
業
継
続
力
強
化

計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
中
小
企
業
者

が
施
行
日
以
後
に
受
け
る
法
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は

第
五
十
八
条
第
一
項
の
認
定
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項

又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
総
称
す

る
。
）
の
う
ち
施
行
日
以
後
に
申
請
が
さ
れ
る
も
の
に

係
る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
（
法
第
五
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
連
携
事
業
継
続
力
強
化

計
画
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
事
業

継
続
力
強
化
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
法
第
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号

ロ
又
は
第
五
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
事

業
継
続
力
強
化
設
備
等
（
機
械
及
び
装
置
並
び
に
建
物

附
属
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
継

続
力
強
化
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

中
小
企
業
者
が
、
施
行
日
前
に
受
け
た
認
定
及
び
施
行

日
以
後
に
受
け
る
認
定
の
う
ち
施
行
日
前
に
申
請
が
さ

れ
た
も
の
に
係
る
事
業
継
続
力
強
化
計
画
又
は
連
携
事

業
継
続
力
強
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
継
続
力
強
化

設
備
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
社
外
高
度
人
材
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請

又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の

処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申

請
に
係
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
計
画

（
同
項
に
規
定
す
る
社
外
高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野

開
拓
計
画
を
い
う
。
）
に
係
る
法
第
九
条
第
一
項
の
変

更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認
及
び
特
定
新
規
中
小

企
業
者
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確
認
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
特
定
新
規
中
小
企
業
者
（
法
第
六
条
に
規
定
す
る
特

定
新
規
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
払
込
み
に
よ
り

個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
特
定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を

払
込
み
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
発
行
さ
れ
る
新
株
予
約
権
（
同
号
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

３
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
確
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

際
確
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
特
定
新
規
中
小
企
業
者
は
、
施
行
日
以
後
に
当
該
特

定
新
規
中
小
企
業
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
払
込

み
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行

日
前
に
受
け
た
旧
規
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
旧
規
則
第
九
条
第
四

項
の
様
式
第
三
に
よ
る
確
認
書
を
、
新
規
則
第
十
一
条

第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る

書
類
と
し
て
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
旧
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
確
認
書
は
、
施
行

日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

様
式
第
１
（
第
９
条
関
係
）

 

様
式
第
２
（
第
１
０
条
関
係
）

 

様
式
第
３
（
第
９
条
関
係
）
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様
式
第
４

様式第4 

 

 中小企業等経営強化法施行規則第9条第5項の規定に

係る確認をしない旨の通知書 

 

 

番     号  

年  月  日  

 

 

  会 社 所 在 地 

  会 社 名 

  役職・代表者の氏名 殿 

 

都道府県知事 印   

 

   年  月  日付けの中小企業等経営強化法施行規則第9条第1項に係る確認の申請

については、下記の理由により確認をしません。 

 

記 

 

確認をしない理由 

 (備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 (記載要領) 

  確認をしない理由を具体的に記載する。 

様
式
第
５

様式第5 

 

 中小企業等経営強化法施行規則第10条第3項の規定

に係る確認をしない旨の通知書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

  会 社 所 在 地 

  会 社 名 

  役職・代表者の氏名  殿 

 

都道府県知事  印   

 

 年 月 日付けの中小企業等経営強化法施行規則第10条第1項に係る確認の申請につい

ては、下記の理由により確認をしません。 

 

記 

 

確認をしない理由 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(記載要領) 

 確認をしない理由を具体的に記載する。 
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様
式
第
６
（
第
１
１
条
関
係
）

 

  

様
式
第
７
（
第
１
２
条
関
係
）
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様
式
第
８
（
第
１
１
条
関
係
）

 

様
式
第
９

様式第9（平17経産令54・追加、平19経産令23・旧様式第3繰下、平25経産令49・一部改正、令元経産令20・旧様式第6繰下、令2経産令92・一部改正） 民法組合等であることの誓約書 年月日 会社所在地 会社名 役職・代表者の氏名殿 組合所在地 組合名 役職・代表者の氏名 当組合は、下記の事項について誓約します。 記 1組合契約の種類の別 当組合は、民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものであること。 2上記1の契約を締結する個人又は民法組合等 氏名（名称） 住所（所在地） 3上記の者の出資価額割合  

様
式
第
１
０
（
第
１
１
条
関
係
）
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様
式
第
１
１

様式第11（平19経産令23・全改・旧様式第5繰下、平25経産令49・平28経産令29・平28経産令81・令元経産令17・一部改正、令元経産令20・旧様式第8繰下） 中小企業等経営強化法第7条の規定に係る確認をしない 旨の通知 番号 年月日 会社所在地 会社名 役職・代表者の氏名殿 都道府県知事印 年月日付けの中小企業等経営強化法第7条に係る確認の申請については、下記の理由により確認をしません。 記 1個人の氏名及び住所 2確認をしない理由 （備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 （記載要領） 確認をしない理由を具体的に記載する。  

様
式
第
１
２

様式第12 

 中小企業等経営強化法施行規則第12条第2項の規定

に係る確認をしない旨の通知書 

 

番     号 

年  月  日 

会 社 所 在 地 

会 社 名 

役職・代表者の氏名  殿 

都道府県知事  印   

 年 月 日付けの中小企業等経営強化法施行規則第12条第1項に係る確認の申請につい

ては、下記の理由により確認をしません。 

記 

確認をしない理由 

(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(記載要領) 

 確認をしない理由を具体的に記載する。 

様
式
第
１
２
の
２
（
第
１
２
条
の
２
関
係
）

 

様
式
第
１
３

様式第13 

経営革新計画に係る承認申請書 

年  月  日 

行政庁名 殿 

住 所               

名 称 及 び               

代表者の氏名               

 中小企業等経営強化法第14条第1項の規定に基づき、別紙の計画について承認を受けたい

ので申請します。 

(備考) 

  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(記載要領) 

 申請者は以下の要領に従って、経営革新計画の必要事項を記載すること。ただし、経営

革新計画を共同で実施、作成する場合にあっては、別表3及び別表4については、参加する

特定事業者毎に記載すること。 

 様式第13の申請者名は、共同で経営革新計画を実施する場合においては、当該計画の代

表者の名称及びその代表者を記載し、代表者以外の経営革新計画参加企業については、申

請書の余白に企業名を記載すること。 

 1 経営革新の目標 

  別表1の該当する欄に記載すること。 

 2 経営革新による経営の向上の程度を示す指標 

  別表1の該当する欄に記載すること。経営の向上の程度を示す指標は、付加価値額(営

業利益、人件費及び減価償却費の合計額)又は一人当たりの付加価値額のいずれか及び

給与支給総額(役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされ

る手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)を含み、給与所得とさ

れない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まない。以下、「各種手当」という。)を用

いること。付加価値額及び一人当たりの付加価値額並びに給与支給総額をそれぞれ記載

すること。 

  (1) 人件費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、これらの算出

ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出するこ

と。 

   ・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの) 

   ・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利

厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ 

   ・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の当該費用 

  (2) 減価償却費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、各費用項

目について把握できない場合においては、当該項目については省くこと。 

   ・減価償却費(繰延資産の償却額を含む。) 

   ・リース・レンタル費用(損金算入されるもの) 
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  (3) 一人当たりの付加価値額 

   ・勤務時間によって人数を調整すること。 

   ・従業員数の定義については、付加価値額の定義と整合性のとれるものとすること

が必要である。例えば、派遣労働者や短時間労働者に係る経費を付加価値額に算入

した場合は、分母にも加える必要がある。(その際には、勤務時間によって人数を調

整する必要がある。) 

   ・伸び率の算出は、小数点以下第2位を四捨五入したものを記載すること。 

 3 経営革新の計画期間 

  別表1の「計画期間又は事業期間」等に関する記載方法は、次のとおりとする。 

  (1) 研究開発を実施する期間(以下「研究開発期間」という。)がある場合 

   「計画期間又は事業期間」欄には、計画期間として、3年間ないし8年間の期間を記

載すること。その上で、「研究開発期間」欄には、研究開発を実施する期間を記載

し、「事業期間」欄には、計画期間のうち研究開発期間を除く新事業活動を実施す

る期間として、3年間ないし5年間の期間を記載すること。 

  (2) 研究開発を実施する期間がない場合 

   「計画期間又は事業期間」欄及び「事業期間」欄に、事業期間として、研究開発期

間を除く新事業活動を実施する期間として、3年間ないし5年間の期間を記載するこ

と。 

   「研究開発期間」欄は記載不要。 

 4 経営革新の内容及び実施時期 

  別表1の「経営革新の実施に係る内容」欄及び別表2に記載すること。経営革新の内容

については、新事業活動の類型に則して、新たな取組の内容を具体的に記述すること。 

  なお、別表2の記載方法は、次のとおりとする。 

  (1) 番号は、1、2、1－1、1－2、1－1－1、1－1－2というように、実施項目を関連付

けて記載すること。 

  (2) 実施項目は、具体的な実施内容を記載すること。 

  (3) 評価基準は、定量化できるものは定量化した基準を設定することとするが、定性

的な基準でも可とする。 

  (4) 評価頻度は、自社で計画の進捗状況を評価する頻度又は時期を毎日、毎週、毎月、

隔月、半年、1年、半年後、1年後などと記載すること。 

  (5) 実施時期は、実施項目を開始する時期を4半期単位で記載すること。1－1は初年

の最初の四半期に開始、3－4は3年目の第4四半期に開始することを示す。 

 5 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

  別表3に記載すること。直近3年間の決算書から記入すること。創業3年未満の場合は

記入できる範囲を記載すること。また、資金調達額については、計画期間の間のみ記載

し、経営革新計画に係る設備投資計画及び運転資金計画を予定している者は、併せて別

表4に記載すること。 

 6 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担

金を賦課しようとする場合にあっては、その賦課の基準 

  別表5に記載すること。賦課の基準については、生産数量(金額)、従業員数、出資金

等具体的に記載すること。 

 7 その他 

  別表1の「申請者名・資本金・業種」欄の業種は、日本標準産業分類に掲げる小分類

を記載すること。「実施体制」欄は、自社の経営革新を大学・公設試験研究機関・他の

企業などと連携して行う場合には、その連携先と連携内容について記載すること。別表

2の実績欄は、経営革新計画が実施された後、申請者が計画の実施状況を把握すること

を容易にするためのもので、申請の段階で記載する必要はないが、計画の進捗に応じ以

下のとおり記載すること。 

実施

状況 

◎計画どおり実行できた。   ○ほぼ計画どおり実行できた。 

△実行したが不十分だった。  ×ほとんど実行できなかった。 

効果 
◎効果が十分上がった。    ○ほぼ予定していた効果が得られた。 

△効果が不十分だった。    ×ほとんど効果がなかった。 

対策 
実施状況に応じて、実施する取組を追加することとした場合は、追加した実施項

目を別表2に記載すること。 

(別表1) 

経営革新計画 

申請者名・資本金・業種 

申請者名： 

資 本 金： 

業 種： 

法人番号： 

実施体制 

 

新事業活動の類型 経営革新の目標 

計画の対象となる類型全てに丸印を

付ける。 

 

1．新商品の開発又は生産 

2．新役務の開発又は提供 

3．商品の新たな生産又は販売の方式

の導入 

4．役務の新たな提供の方式の導入 

5．技術に関する研究開発及びその成

果の利用 

6．その他の新たな事業活動 

経営革新計画のテーマ：         

計画期間又は事業期間：  年 月 ～  年 月 

研究開発期間：  年 月 ～  年 月 事業期間：  年 月 ～  年 月 

経営革新の実施に係る内容 

1．当社の現状と経営課題 

 

 

2．経営革新の具体的内容(既存事業との相違点、経営戦略における位置付け等) 

経営の向上の程度を

示す指標 
現 状(千円) 

計画終了時の目標伸び率(％) 

(事業期間終了時点) 

1 付加価値額  

( 年 月～ 年 月(事業期間 年)) 

2 一人当たりの

付加価値額 

  

3 給与支給総額   

(別表2) 

 実施計画と実績(実績欄は申請段階では記載する必要はない。) 

番号 

計 画 実 績 

実 施 項 目 
評価基

準 

評価頻

度 

実施時

期 

実施状

況 
効果 対策 
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(別表3) 

経営計画及び資金計画 

参加特定事業者名                                                 (単位 千円) 

 2 年 前

( 年月

期) 

1 年 前

( 年月

期) 

直 近 期
末 
( 年月
期) 

1 年 後

( 年月

期) 

2 年 後

( 年月

期) 

3 年 後

( 年月

期) 

4 年 後

( 年月

期) 

5 年 後

( 年月

期) 

6 年 後

( 年月

期) 

7 年 後

( 年月

期) 

8 年 後

( 年月

期) 

①売上高            

②売上原価            

③売上総利益(①－②)            

④販売費及び一般管理費            

⑤営業利益            

⑥経常利益            

⑦給与支給総額            

⑧人件費            

⑨設備投資額            

⑩運転資金            

 普通償却額            

 特別償却額            

⑪減価償却費            

⑫付加価値額 

(⑤＋⑧＋⑪) 

           

⑬従業員数            

⑭一人当たりの付加価値額 

(⑫÷⑬) 

           

⑮
資
金
調
達
額(

⑨
＋
⑩) 

政府系金融機関借入 ― ― ―         

民間金融機関借入 ― ― ―         

自己資金 ― ― ―         

その他 ― ― ―         

合 計 ― ― ―         

(各種指標の算出方法) 

 ・「給与支給総額」：給料＋賃金＋賞与＋各種手当 

 ・「付加価値額」：営業利益＋人件費＋減価償却費 

 ・「一人当たりの付加価値額」：付加価値額÷従業員数 

 ・「営業利益」：売上総利益(売上高－売上原価)－販売費及び一般管理費 

(算出時における留意点) 

 ・人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を算出しましたか。(はい・いいえ) 

 ・減価償却費にリース費用を算出しましたか。(はい・いいえ) 

 ・従業員数について就業時間による調整を行いましたか。(はい・いいえ) 

(別表4) 

参加特定事業者名            

設備投資計画(経営革新計画に係るもの)                (単位 千円) 

 機械装置名称 導入年度 単 価 数 量 合 計 金 額 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

運転資金計画(経営革新計画に係るもの) 

           (単位 千円) 

年 度 金 額 

  

  

  

  

  

(別表5) 

 組合等が研究開発等事業に係る試験研究費に充てるためその構成員に対して賦課しよう

とする負担金の賦課の基準 

(単位 千円) 

試験研究の名称 年度 賦課基準 
 負担金の合計

及びその積算根拠 

構成員別の賦課金額

及びその積算根拠 

1      

2      

3      

4      

5      
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(別表6) 

関係機関への連絡希望について 

 計画が承認された場合に、当該承認を受けた計画の内容について下記関係機関に送付す

ることを希望する場合には、当該箇所に○を記入して下さい。 

承認書類の送付を希望する機関名 送付の希望の有・無 

中小企業投資育成株式会社(申請書式作成の際には、具体的な機

関を正式名称で記載すること。) 
有 ・ 無 

都道府県等信用保証協会(申請書式作成の際には、具体的な機関

を正式名称で記載すること。) 
有 ・ 無 

都道府県設備貸与機関(都道府県中小企業支援センター) 

(申請書式作成の際には、具体的な機関を正式名称で記載するこ

と。) 

有 ・ 無 

株式会社日本政策金融公庫 

(申請書式作成の際には、具体的な支店を正式名称で記載するこ

と。) 

 

    中小企業事業  ○×支店 有 ・ 無 

   国民生活事業  ○×支店 有 ・ 無 

(各都道府県において申請書式を作成する際の注意) 

 ・ 具体的な機関名、支店名で記載する。 

 ・ 表記の機関の他、各都道府県の判断により関係機関を追加してもよい。 

 ・ 沖縄県にあっては、株式会社日本政策金融公庫にかえて沖縄振興開発金融公庫を記

載すること。 

(別表7) 

中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い 

 

 「経営革新計画」が承認された場合、記載内容を事例集等により公表してよろしいでしょ

うか。以下の該当する項目に○印をして下さい。 

  ①企業名 (可 ・ 否) 

②代表者名 (可 ・ 否) 

③資本金 (可 ・ 否) 

④従業員数 (可 ・ 否) 

⑤所在地 (可 ・ 否) 

⑥電話番号 (可 ・ 否) 

⑦経営革新計画の概要 (可 ・ 否) 

 

様
式
第
１
４

様式第14（平17経産令59・追加、平19経産令23・旧様式第7繰下・一部改正、平28経産令81・令元経産令17・一部改正、令元経産令20・旧様式第10繰下・一部改正、令2経産令92・一部改正） 承認経営革新計画の変更に係る承認申請書 年月日 行政庁名殿 住所 名称及び 代表者の氏名 年月日付けで承認を受けた経営革新計画について下記のとおり変更したいので、中小企業等経営強化法第15条第1項の規定に基づき承認を申請します。 記 1変更事項 2変更事項の内容 （備考） 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 （記載要領） 様式第14において、共同で経営革新計画を実施する場合においては、当該計画の代表者の名称及びその代表者を記載する。 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。  

様
式
第
１
５

様式第15 

 

事業再編投資計画の認定申請書 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

住 所 

名 称 

無限責任組合員の氏名又は名称   

 中小企業等経営強化法第20条第1項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたい

ので申請します。 

記 

1．事業再編投資計画を実施する投資事業有限責任組合に関する事項 

2．事業再編投資の内容及び実施時期 

3．事業再編投資計画の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

(備考) 

 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(記載要領) 

1．事業再編投資計画を実施する投資事業有限責任組合に関する事項 

 (1) 投資事業有限責任組合の無限責任組合員(又は無限責任組合員を実質的に支配する

者)の投資の実績並びに経営又は技術の指導に係る知識及び経験を簡潔に記載する。 

 (2) 投資事業有限責任組合の出資口数の総数、当該投資事業有限責任組合の無限責任組

合員の出資口数、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資口数及び当該出資口数が

出資口数の総数に占める割合を記載する。 

 (3) 投資事業有限責任組合の無限責任組合員の事業再編投資の実施体制を簡潔に記載す

る。 

 (4) 投資事業有限責任組合の収益の目標を記載する。 

2．事業再編投資の内容及び実施時期 

 (1) 事業再編投資に係る以下の事項を記載する。 

  ① 投資先として想定している事業者が実施する事業が属する業種及び当該事業の内

容 

  ② 投資事業有限責任組合の投資総額に対する経営力向上(事業承継等を含む。)を行

う中小企業者等に対する投資金額、それ以外の中小企業者等に対する投資金額及び

中小企業者等以外の投資先に対する投資金額の割合として予定している割合 

  ③ 投資先の事業者に対して実施する予定の経営又は技術の指導の内容 

  ④ その他事業再編投資の実施方法 

 (2) 事業再編投資の実施時期は、事業再編投資計画の期間を年月日をもって記載すると

ともに、投資事業有限責任組合の存続期間を年月日をもって記載する。 

3．事業再編投資計画の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 (1) 事業再編投資計画の実施に必要な資金の額、資金調達を行う時期及び出資の履行見

込みを簡潔に記載する。 

 (2) 資金の借入れについて法第25条の規定に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構

による債務の保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示し

つつ記載する。 
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様
式
第
１
６

様式第16 

事業再編投資計画の不認定通知書 

 

年 月 日  

       殿 

経済産業大臣 名  

  年 月 日付けで認定申請のあった事業再編投資計画については、下記の理由により

認定をしないものとします。 

記 

不認定の理由 

(備考) 

 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

様
式
第
１
７

様式第17 

事業再編投資計画の変更に係る認定申請書 

年 月 日 

経済産業大臣  殿 

住 所 

名 称 

無限責任組合員の氏名又は名称    

    年 月 日付けで認定を受けた事業再編投資計画について下記のとおり変更した

いので、中小企業等経営強化法第21条第1項の規定に基づき認定を申請します。 

記 

1．変更事項 

2．変更事項の内容 

(備考) 

 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(記載要領) 

 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。 

様
式
第
１
８

様式第18 

 

事業再編投資計画の変更不認定通知書 

年 月 日 

       殿 

経済産業大臣 名 

  年 月 日付けで変更認定申請のあった事業再編投資計画については、下記の理由に

より認定をしないものとします。 

記 

不認定の理由 

 (備考) 

  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

様
式
第
１
９

様式第19 

 

認定事業再編投資計画の認定取消通知書 

年 月 日 

       殿 

経済産業大臣 名 

  年 月 日付けで認定をした事業再編投資計画については、下記の理由により認定を

取り消します。 

記 

認定を取り消す理由 

 (備考) 

  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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様
式
第
２
０

様式第20 

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の協議書 

  年  月  日  

        殿 

市町村長の氏名     

 中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の同意を得

たいので協議します。 

別 紙 

導入促進基本計画 

1 先端設備等の導入の促進の目標 

 (1) 地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 (2) 目標 

 (3) 労働生産性に関する目標 

2 先端設備等の種類 

3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

 (1) 対象地域 

 (2) 対象業種・事業 

4 計画期間 

 (1) 導入促進基本計画の計画期間 

 (2) 先端設備等導入計画の計画期間 

5 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

(備考) 

 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。 

様
式
第
２
１

様式第21 

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更協議書 

年  月  日  

        殿 

市町村長の氏名    

   年  月  日付けで同意を得た導入促進基本計画について、下記について別紙の

とおり変更したいので、中小企業等経営強化法第50条第1項の規定に基づき協議します。 

記 

1 変更事項 

2 変更事項の内容 

別 紙 

導入促進基本計画 

1 先端設備等の導入の促進の目標 

 (1) 地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 (2) 目標 

 (3) 労働牛産性に関する目標 

2 先端設備等の種類 

3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

 (1) 対象地域 

 (2) 対象業種・事業 

4 計画期間 

 (1) 導入促進基本計画の計画期間 

 (2) 先端設備等導入計画の計画期間 

5 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

(備考) 

 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。 

様
式
第
２
２
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様
式
第
２
３
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様
式
第
２
４

様式第24 

 

事業継続力強化計画に係る認定申請書 

 

年   月   日 

 

             殿 

 

住 所              

名 称              

代表者の役職及び氏名              

 

 中小企業等経営強化法第56条第1項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたい

ので申請します。 

 

 

(備考) 

  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(別紙) 

事業継続力強化計画 

1 名称等 

 フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                              

代表者の役職名及び氏名                              

資本金又は出資の額             常時使用する従業員の数        

業種         

法人番号              設立年月日                  

 

2 事業継続力強化の目標 

自社の事業活動の概要 
 

事業継続力強化に取り組む

目的 

 

事業活動に影響を与える

自然災害等の想定 

 

  自然災害等の発生が

事業活動に与える影響 

 (人員に関する影響) 

 

 

 (建物・設備に関する影響) 

 

 

 (資金繰りに関する影響) 

 

 

 (情報に関する影響) 

 

 

 (その他の影響) 

3 事業継続力強化の内容 

(1) 自然災害等が発生した場合における対応手順 

 

 
項目 初動対応の内容 

発災後の

対応時期 
事前対策の内容 
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1 人命の安全確保 

   

   

   

2 
非常時の緊急時体制

の構築 

   

3 
被害状況の把握 

被害情報の共有 

   

4 その他の取組 
   

 

(2) 事業継続力強化に資する対策及び取組 

A 
自然災害等が発生した場合における

人員体制の整備 

 

B 
   事業継続力強化に資する

設備、機器及び装置の導入 

 

C 
  事業活動を継続するための

資金の調達手段の確保 

 

D 
  事業活動を継続するための

重要情報の保護 

 

(3) 事業継続力強化設備等の種類 

  (2)

の項目 

取得

年月 
設備等の名称／型式 所在地 

1     

2     

3     
 

 設備等の種類 単価(千円) 数量 金額(千円) 

1     

2     

3     

 

確認項目 チェック欄 

上記設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法

(昭和二十三年法律第百八十六号)上設置が義務づけられた設備では

ありません。 

 

(4) 事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びに

その協力の内容 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

(5) 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の事業継続力強化の実効性を確

保するための取組 

 

4 実施時期 

    年  月～   年  月 

5 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施

事項 
使途・用途 資金調達方法 金額(千円) 

    

    

6 その他 

(1) 関係法令の遵守(必須) 

確認項目 チェック欄 

事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防

止法(昭和三十一年法律第百二十号)、下請中小企業振興法(昭和四十

五年法律第百四十五号)その他関係法令に抵触する内容は含みませ

ん。 

 

(2) その他事業継続力強化に資する取組(任意) 

確認項目 チェック欄 

レジリエンス認証制度(※1)に基づく認証を取得しています。  

ISO22301認証(※2)を取得しています。  

中小企業BCP策定運用指針に基づきBCPを策定しています。  

(※1) 国土強靱化に貢献する団体を認証する制度 

(※2) 事業継続マネジメントシステム(BCMS)の国際規格 

様
式
第
２
５

様式第25 

 

認定事業継続力強化計画の変更に係る認定申請書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

住 所              

名 称              

代表者の役職及び氏名              

 

   年 月 日付けで認定を受けた事業継続力強化計画について下記のとおり変更した

いので、中小企業等経営強化法第57条第1項の規定に基づき認定を申請します。 

 

 

記 

 

 1 変更事項 

 2 変更事項の内容 

 

(備考) 

 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

(別紙) 

事業継続力強化計画 

 

1 名称等 

 フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                              

 

代表者の役職名及び氏名                              

資本金又は出資の額              常時使用する従業員の数       

業種         

法人番号              設立年月日                  

 

2 事業継続力強化の目標 

自社の事業活動の概要 
 

事業継続力強化に取り組む

目的 

 

事業活動に影響を与える

自然災害等の想定 

 

  自然災害等の発生が

事業活動に与える影響 

(人員に関する影響) 

 

 

(建物・設備に関する影響) 

 

 

(資金繰りに関する影響) 

 

 

(情報に関する影響) 

 

 

(その他の影響) 

3 事業継続力強化の内容 

(1) 自然災害等が発生した場合における対応手順 

 

 
項目 初動対応の内容 

発災後の

対応時期 
事前対策の内容 
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1 人命の安全確保 

   

   

   

2 
非常時の緊急時体制

の構築 

   

3 
被害状況の把握 

被害情報の共有 

   

4 その他の取組 
   

 

 

(2) 事業継続力強化に資する対策及び取組 

A 
自然災害等が発生した場合における

人員体制の整備 

 

B 
   事業継続力強化に資する

設備、機器及び装置の導入 

 

C 
  事業活動を継続するための

資金の調達手段の確保 

 

D 
  事業活動を継続するための

重要情報の保護 

 

 

(3) 事業継続力強化設備等の種類 

  (2)

の項目 

取得

年月 
設備等の名称／型式 所在地 

1     

2     

3     
 

 設備等の種類 単価(千円) 数量 金額(千円) 

1     

2     

3     
 

確認項目 チェック欄 

上記設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法(昭

和二十三年法律第百八十六号)上設置が義務づけられた設備ではあり

ません。 

 

 

(4) 事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びに

その協力の内容 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

(5) 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の事業継続力強化の実効性を確

保するための取組 

 

 

4 実施時期 

    年  月～   年  月 

 

5 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施

事項 
使途・用途 資金調達方法 金額(千円) 

    

    

 

6 その他 

(1) 関係法令の遵守(必須) 

確認項目 チェック欄 

事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防

止法(昭和三十一年法律第百二十号)、下請中小企業振興法(昭和四十五

年法律第百四十五号)その他関係法令に抵触する内容は含みません。 

 

(2) その他事業継続力強化に資する取組(任意) 

確認項目 チェック欄 

レジリエンス認証制度(※1)に基づく認証を取得しています。  

ISO22301認証(※2)を取得しています。  

中小企業BCP策定運用指針に基づきBCPを策定しています。  

(※1) 国土強靱化に貢献する団体を認証する制度 

(※2) 事業継続マネジメントシステム(BCMS)の国際規格 

様
式
第
２
６

様式第26 

 

連携事業継続力強化計画に係る認定申請書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

住 所             

名 称             

代表者の役職及び氏名             

 

 中小企業等経営強化法第58条第1項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたい

ので申請します。 

 

 

 

 

 

(備考) 

  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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(別紙) 

連携事業継続力強化計画 

1 名称等 

 (1) 代表者 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                             

 

代表者の役職名及び氏名                              

資本金又は出資の額            常時使用する従業員の数         

業種          

法人番号           設立年月日                     

 (2) 連携事業継続力強化を行う中小企業者(代表者を除く。) 

1 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

2 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

3 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

2 連携事業継続力強化を行う大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 

1 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

2 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

3 

   フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                          

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

 

3 連携事業継続力強化の目標 

連携事業継続力強化を行

う中小企業者及び大企業

者の事業活動の概要 

  

 連携事業継続力強化に

取り組む目的 

  

事業活動に影響を与える

自然災害等の想定 

□全ての連携事業者が、自らの全ての拠点についてハザード

マップ等によって自然災害等のリスクを認識している。 

(認識している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 自然災害等の発生が

事業活動に与える影響 

□全ての連携事業者が、人・モノ・金・情報の観点から、自

然災害等のリスクによって受ける影響を分析した。 

(認識している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

4 連携事業継続力強化の内容 

(1) 連携事業継続力強化における連携の態様 

□ 組合等を通じた水平的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ サプライチェーンにおける垂直的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ 地域における面的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ その他の連携の態様である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

 

(2) 連携事業者間の協定等の整備状況 

 

 

(3) 連携事業継続力強化に資する対策及び取組 

A 

自然災害等が発生し

た場合における対応

手順 

対策及び取組内容 

□全ての連携事業者が、従業員及び顧客等の避難に関する手

順を取り決めている。(実施している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

 

 

□全ての連携事業者が、従業員等の安否確認を行う手順を取

り決めている。(実施している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

 

 

□連携事業者間で、自然災害等が発生した場合における指揮

命令体制が整備されている。(実施している場合は、チェッ

ク。) 

(具体的な内容) 

 

 

 

□連携事業者間で、被害状況を把握し、被害情報について情

報発信をする手順が共有されている。(実施している場合

は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

 

 

連携事業者それぞれの役割 

 

B 

自然災害等が発生し

た場合における

人員体制の整備 

対策及び取組内容 

 

連携事業者それぞれの役割 
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C 

連携事業継続力強化

に資する設備、機器

及び装置の導入 

対策及び取組内容 

 

連携事業者それぞれの役割 

 

D 

  事業活動を

継続するための

資金の調達手段の

確保 

対策及び取組内容 

 

連携事業者それぞれの役割 

 

E 

  事業活動を

継続するための

重要情報の保護 

対策及び取組内容 

 

連携事業者それぞれの役割 

 

 

5 事業継続力強化設備等の種類 

  4(3)

の項目 

取得

年月 
設備等の名称／型式 所在地 

1     

2     

3     

 

 設備等の種類 単価(千円) 数量 金額(千円) 

1     

2     

3     

 

確認項目 チェック欄 

上記設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法(昭和

二十三年法律第百八十六号)上設置が義務づけられた設備ではありませ

ん。 

 

 

6 連携事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並び

にその協力の内容 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

7 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確

保するための取組 

 

 

8 実施時期 

    年   月～    年   月 

 

9 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施

事項 
使途・用途 資金調達方法 金額(千円) 

    

    

    

 

10 関係法令の遵守 

確認項目 チェック欄 

連携事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法

(昭和三十一年法律第百二十号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律

第百四十五号)その他関係法令に抵触する内容は含みません。 

 

 

様
式
第
２
７

様式第27 

 

認定連携事業継続力強化計画の変更に係る認定申請書 

 

年     月     日 

 

          殿 

 

住 所             

名 称             

代表者の役職及び氏名             

 

   年 月 日付けで認定を受けた連携事業継続力強化計画について下記のとおり変更

したいので、中小企業等経営強化法第59条第1項の規定に基づき認定を申請します。 

 

記 

 

1 変更事項 

2 変更事項の内容 

 

(備考) 

 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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(別紙) 

連携事業継続力強化計画 

1 名称等 

 (1) 代表者 

 フ リ ガ ナ 
事業者の氏名又は名称                               

 

代表者の役職名及び氏名                              

資本金又は出資の額            常時使用する従業員の数         

業種          

法人番号           設立年月日                     

 (2) 連携事業継続力強化を行う中小企業者(代表者を除く。) 

1 

 フ リ ガ ナ 
事業者の氏名又は名称                            
 
住所                                    
代表者の役職名及び氏名                           
資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         
業種             
法人番号               設立年月日              

2 

 フ リ ガ ナ 
事業者の氏名又は名称                            
 
住所                                    
代表者の役職名及び氏名                           
資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         
業種             
法人番号               設立年月日              

3 

 フ リ ガ ナ 
事業者の氏名又は名称                            
 
住所                                    
代表者の役職名及び氏名                           
資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         
業種             
法人番号               設立年月日              

 

2 連携事業継続力強化を行う大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 

1 

 フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                            

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

2 

 フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                            

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

3 

 フ リ ガ ナ 

事業者の氏名又は名称                            

 

住所                                    

代表者の役職名及び氏名                           

資本金又は出資の額         常時使用する従業員の数         

業種             

法人番号               設立年月日              

 

3 連携事業継続力強化の目標 

連携事業継続力強化を行

う中小企業者及び大企業

者の事業活動の概要 

 

 連携事業継続力強化に

取り組む目的 

 

事業活動に影響を与える

自然災害等の想定 

□全ての連携事業者が、自らの全ての拠点についてハザード

マップ等によって自然災害等のリスクを認識している。 

(認識している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 自然災害等の発生が

事業活動に与える影響 

□全ての連携事業者が、人・モノ・金・情報の観点から、自

然災害等のリスクによって受ける影響を分析した。 

(認識している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

4 連携事業継続力強化の内容 

(1) 連携事業継続力強化における連携の態様 

□ 組合等を通じた水平的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ サプライチェーンにおける垂直的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ 地域における面的な連携である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

□ その他の連携の態様である。(該当する場合は、チェック。) 

 (具体的な内容) 

 

(2) 連携事業者間の協定等の整備状況  

 

(3) 連携事業継続力強化に資する対策及び取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害等が発生し

た場合における対応

手順 

対策及び取組内容 

□全ての連携事業者が、従業員及び顧客等の避難に関する手

順を取り決めている。(実施している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

 

 

□全ての連携事業者が、従業員等の安否確認を行う手順を取

り決めている。(実施している場合は、チェック。) 

(具体的な内容) 

 

 

□連携事業者間で、自然災害等が発生した場合における指揮

命令体制が整備されている。(実施している場合は、チェッ

ク。) 

(具体的な内容) 

 

 

□連携事業者間で、被害状況を把握し、被害情報について情

報発信をする手順が共有されている。(実施している場合

は、チェック。) 

  

(具体的な内容) 

 

 

連携事業者それぞれの役割  

B 

自然災害等が発生し

た場合における

人員体制の整備 

対策及び取組内容  

連携事業者それぞれの役割  

C 

連携事業継続力強化

に資する設備、機器

及び装置の導入 

対策及び取組内容  

連携事業者それぞれの役割  

D 

  事業活動を

継続するための

資金の調達手段の

確保 

対策及び取組内容  

連携事業者それぞれの役割  

E 

  事業活動を

継続するための

重要情報の保護 

対策及び取組内容  

連携事業者それぞれの役割  

 

5 事業継続力強化設備等の種類  
 4(3)

の項目 

取得

年月 
設備等の名称／型式 所在地 

1     
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2     

3     

  
設備等の種類 単価(千円) 数量 金額(千円) 

1     

2     

3     

 

確認項目 チェック欄 

上記設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び消防法(昭和

二十三年法律第百八十六号)上設置が義務づけられた設備ではありませ

ん。 

 

 

6 連携事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並び

にその協力の内容 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

7 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確

保するための取組  

 

8 実施時期 

    年   月～    年   月 

 

9 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施

事項 
使途・用途 資金調達方法 金額(千円) 

    

    

    

 

10 関係法令の遵守 

確認項目 チェック欄 

連携事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法

(昭和三十一年法律第百二十号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律

第百四十五号)その他関係法令に抵触する内容は含みません。 
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